
国立大学法人東京農工大学事務組織規程の一部改正に伴う関係規則等の整

備に関する規則(案) 

(令和5年1月1日規則第11号) 

 

(国立大学法人東京農工大学役員会規程の一部改正) 

第1条 国立大学法人東京農工大学役員会規程(平成16年4月7日16経教規程第4号)

の一部を次のように改正する。 

第6条中「総務・経営企画部」を「総務部」に改める。 

(国立大学法人東京農工大学経営協議会規程の一部改正) 

第2条 国立大学法人東京農工大学経営協議会規程(平成16年4月7日16経教規程第5

号)の一部を次のように改正する。 

第7条中「総務・経営企画部」を「総務部」に改める。 

(国立大学法人東京農工大学教育研究評議会規程の一部改正) 

第3条 国立大学法人東京農工大学教育研究評議会規程(平成16年4月7日16経教規

程第6号)の一部を次のように改正する。 

第6条中「総務・経営企画部」を「総務部」に改める。 

(国立大学法人東京農工大学経営協議会及び教育研究評議会合同会議規程の一部改正) 

第4条 国立大学法人東京農工大学経営協議会及び教育研究評議会合同会議規程(平成

16年4月7日16経教規程第7号)の一部を次のように改正する。 

第6条中「総務・経営企画部」を「総務部」に改める。 

(国立大学法人東京農工大学大学経営戦略会議規程の一部改正) 

第5条 国立大学法人東京農工大学大学経営戦略会議規程(令和4年東京農工大学経教

規程第52号)の一部を次のように改正する。 

第4条中「総務・経営企画部」を「総務部」に改める。 

(東京農工大学教員評価機構の運営に関する規程の一部改正) 

第6条 東京農工大学教員評価機構の運営に関する規程(平成26年東京農工大学教規程

第35号)の一部を次のように改正する。 

第7条第2項第8号中「総務・経営企画部長」を「総務部長」に改める。 

第8条中「総務・経営企画部」を「総務部」に改める。 

(東京農工大学学位審査機構の運営に関する規程の一部改正) 

第7条 東京農工大学学位審査機構の運営に関する規程(平成27年東京農工大学教規程

第62号)の一部を次のように改正する。 

第6条中「学務部」を「教学支援部」に改める。 

(国立大学法人東京農工大学印章規程の一部改正) 

第8条 国立大学法人東京農工大学印章規程(平成16年4月1日16教規程第72号)の

一部を次のように改正する。 
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第5条第5項本文中「総務・経営企画部」を「総務部」に改め、同条第6項中「総

務・経営企画部」を「総務部」に改める。 

第8条第3項中「総務・経営企画部」を「総務部」に改める。 

別表第1中 

「   

 
東京農工大学の印(特) 

総務・経営企画部総務課長 東京農工大学の印 

東京農工大学大学院の印 
 

 

  」 

を 

「   

 
東京農工大学の印(特) 

総務部総務課長 東京農工大学の印 

東京農工大学大学院の印 
 

 

  」 

に、 

「   

 東京農工大学大学院グローバルイノベーション

研究院の印 

研究・財務戦略部研究支援課研究

推進室長 
 

 

  」 

を 

「   

 東京農工大学大学院グローバルイノベーション研究

院の印 

教学支援部研究支援課研究推進

室長 
 

 

  」 

に、 

「   

 

東京農工大学グローバル教育院の印 学務部学務課長 

東京農工大学図書館の印 
研究・財務戦略部研究支援課図書館支

援室長 

東京農工大学先端産学連携研究推進センタ

ーの印 
研究・財務戦略部研究支援課長 

東京農工大学総合情報メディアセンターの

印 

総務・経営企画部総務課情報化推進室

長 

東京農工大学学術研究支援総合センターの

印 
研究・財務戦略部研究支援課長 

 

 

  」 

を 

2



「   

 

東京農工大学グローバル教育院の印 教学支援部学務課長 

東京農工大学図書館の印 
教学支援部研究支援課図書館支援室

長 

東京農工大学先端産学連携研究推進センターの

印 
教学支援部研究支援課長 

東京農工大学総合情報メディアセンターの印 総務部総務課情報化推進室長 

東京農工大学学術研究支援総合センターの印 教学支援部研究支援課長 
 

 

  」 

に、 

「   

 

東京農工大学環境安全管理センターの印 
総務・経営企画部総務課環境

安全管理室長 

東京農工大学卓越リーダー養成機構の印 学務部学務課長 

東京農工大学未来価値創造研究教育特区の印  学務部学務課長 

東京農工大学ディープテック産業開発機構の印 
研究・財務戦略部研究支援課

産学連携室長 

東京農工大学西東京三大学共同サステイナビリティ国

際社会実装研究センターの印 
学務部学務課長 

東京農工大学スマートコアファシリティー推進機構の

印 

研究・財務戦略部研究支援課

長 
 

 

  」 

を 

「   

 

東京農工大学環境安全管理センターの印 
総務部総務課環境安全管

理室長 

東京農工大学卓越リーダー養成機構の印 教学支援部学務課長 

東京農工大学未来価値創造研究教育特区の印  教学支援部学務課長 

東京農工大学ディープテック産業開発機構の印 
教学支援部研究支援課産

学連携室長 

東京農工大学西東京三大学共同サステイナビリティ国際

社会実装研究センターの印 
教学支援部学務課長 

東京農工大学スマートコアファシリティー推進機構の印 教学支援部研究支援課長 
 

 

  」 

に改める。 

別表第2中 

「   

 東京農工大学長の印 総務・経営企画部総務課長  
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国立大学法人東京農工大学理事の印 

国立大学法人東京農工大学理事（統括・経営担当）の印 

東京農工大学副学長の印 

東京農工大学副学長（教学統括担当）の印  

国立大学法人東京農工大学監事の印 

東京農工大学事務局長の印 

東京農工大学事務局長付課長の印 
 

  」 

を 

「   

 

東京農工大学長の印 

総務部総務課長 

国立大学法人東京農工大学理事の印 

国立大学法人東京農工大学理事（統括・経営担当）の印 

東京農工大学副学長の印 

東京農工大学副学長（教学統括担当）の印  

国立大学法人東京農工大学監事の印 

東京農工大学事務局長の印 

東京農工大学事務局付部長の印 
 

 

  」 

に、 

「   

 

国立大学法人東京農工大学理事（研究経営・学術

連携担当）の印 

研究・財務戦略部研究支援課長 

研究・財務戦略部研究支援課産

学連携室長 

東京農工大学副学長（教学統括担当）の印  

研究・財務戦略部研究支援課長 

研究・財務戦略部研究支援課産

学連携室長 

東京農工大学学務部長の印 
学務部学務課長 

東京農工大学学務部課長の印 

東京農工大学研究・財務戦略部長の印 
研究・財務戦略部財務課長 

東京農工大学研究・財務戦略部課長の印 

東京農工大学総務・経営企画部長の印 
総務・経営企画部総務課長 

東京農工大学総務・経営企画部課長の印 
 

 

  」 

を 

「   

 国立大学法人東京農工大学理事（研究経営・学術連携教学支援部研究支援課長  
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担当）の印 教学支援部研究支援課産学連

携室長 

東京農工大学副学長（教学統括担当）の印  

教学支援部研究支援課長 

教学支援部研究支援課産学連

携室長 

東京農工大学教学支援部長の印 
教学支援部学務課長 

東京農工大学教学支援部課長の印 

東京農工大学経営部長の印 
経営部財務課長 

東京農工大学経営部課長の印 

東京農工大学総務部長の印 
総務部総務課長 

東京農工大学総務部課長の印 
 

  」 

に、 

「   

 東京農工大学大学院グローバルイノベーション

研究院長の印 

研究・財務戦略部研究支援課研究

推進室長 
 

 

  」 

を 

「   

 東京農工大学大学院グローバルイノベーション研究

院長の印 

教学支援部研究支援課研究推

進室長 
 

 

  」 

に、 

「   

 

東京農工大学グローバル教育院長の印 学務部学務課長 

東京農工大学図書館長の印 
研究・財務戦略部研究支援課図書館支

援室長 

東京農工大学先端産学連携研究推進センタ

ー長の印 
研究・財務戦略部研究支援課長 

東京農工大学保健管理センター所長の印 学務部学務課長 

東京農工大学総合情報メディアセンター長

の印 

総務・経営企画部総務課情報化推進室

長 

東京農工大学学術研究支援総合センター長

の印 
研究・財務戦略部研究支援課長 

 

 

  」 

を 

「   

 東京農工大学グローバル教育院長の印 教学支援部学務課長  
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東京農工大学図書館長の印 
教学支援部研究支援課図書館支援

室長 

東京農工大学先端産学連携研究推進センター長

の印 
教学支援部研究支援課長 

東京農工大学保健管理センター所長の印 教学支援部学務課長 

東京農工大学総合情報メディアセンター長の印 総務部総務課情報化推進室長 

東京農工大学学術研究支援総合センター長の印 教学支援部研究支援課長 
 

  」 

に、 

「   

 

東京農工大学環境安全管理センター長の印 
総務・経営企画部総務課環

境安全管理室長 

東京農工大学卓越リーダー養成機構長の印 学務部学務課長 

東京農工大学未来価値創造研究教育特区長の印 学務部学務課長 

東京農工大学ディープテック産業開発機構長の印 
研究・財務戦略部研究支援

課産学連携室長 

東京農工大学西東京三大学共同サステイナビリティ国

際社会実装研究センター長の印 
学務部学務課長 

東京農工大学スマートコアファシリティー推進機構長

の印 

研究・財務戦略部研究支援

課長 
 

 

  」 

を 

「   

 

東京農工大学環境安全管理センター長の印 
総務部総務課環境安全管

理室長 

東京農工大学卓越リーダー養成機構長の印 教学支援部学務課長 

東京農工大学未来価値創造研究教育特区長の印 教学支援部学務課長 

東京農工大学ディープテック産業開発機構長の印 
教学支援部研究支援課産

学連携室長 

東京農工大学西東京三大学共同サステイナビリティ国際社

会実装研究センター長の印 
教学支援部学務課長 

東京農工大学スマートコアファシリティー推進機構長の印 教学支援部研究支援課長 
 

 

  」 

に改める。 

別表第3中 

「   

 国立大学法人東京農工大学出納命令役の印 研究・財務戦略部財務課副課長 

国立大学法人東京農工大学出納役の印 研究・財務戦略部財務課副課長 
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  」 

を 

「   

 国立大学法人東京農工大学出納命令役の印 経営部財務課副課長 

国立大学法人東京農工大学出納役の印 経営部財務課副課長 
 

 

  」 

に、 

「   

 

国立大学法人東京農工大学出納役の印 財務課 領

収(和暦による日付表示印) 

研究・財務戦略部財務課出納

係長 

国立大学法人東京農工大学出納役所属出納員の印 

図書館 領収(和暦による日付表示印) 

研究・財務戦略部研究支援課

図書館支援室総務係長 
 

 

  」 

を 

「   

 

国立大学法人東京農工大学出納役の印 財務課 領収

(和暦による日付表示印) 
経営部財務課出納係長 

国立大学法人東京農工大学出納役所属出納員の印 図

書館 領収(和暦による日付表示印) 

教学支援部研究支援課図書

館支援室総務係長 
 

 

  」 

に、 

「   

 

国立大学法人東京農工大学契約担当役の印 研究・財務戦略部財務課副課長 

国立大学法人東京農工大学契約担当役の印 研

究支援課 

研究・財務戦略部研究支援課産学連

携室長 

国立大学法人東京農工大学財産管理役の印 研究・財務戦略部財務課副課長 
 

 

  」 

を 

「   

 

国立大学法人東京農工大学契約担当役の印 経営部財務課副課長 

国立大学法人東京農工大学契約担当役の印 研究

支援課 

教学支援部研究支援課産学連携

室長 

国立大学法人東京農工大学財産管理役の印 経営部財務課副課長 
 

 

  」 

に改める。 

別表第4中 

「   

 東京農工大学長の印 学務部学務課長 
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  」 

を 

「   

 東京農工大学長の印 教学支援部学務課長 
 

 

  」 

に改める。 

別紙様式2の様式を次のように改める。 

[別紙参照1] 

(国立大学法人東京農工大学大学評価実施規程の一部改正) 

第9条 国立大学法人東京農工大学大学評価実施規程(平成16年4月7日16教規程第1

0号)の一部を次のように改正する。 

第7条中「総務・経営企画部」を「総務部」に改める。 

(国立大学法人東京農工大学法人文書管理規程の一部改正) 

第10条 国立大学法人東京農工大学法人文書管理規程(平成23年3月28日23規程第2

4号)の一部を次のように改正する。 

第4条第2項中「総務・経営企画部長」を「総務部長」に改める。 

(国立大学法人東京農工大学情報公開・個人情報保護委員会細則の一部改正) 

第11条 国立大学法人東京農工大学情報公開・個人情報保護委員会細則(平成17年3

月23日17経教細則第5号)の一部を次のように改正する。 

第3条第1項第2号中「学務部長」を「教学支援部長」に改め、同項第3号中「研

究・財務戦略部長」を「経営部長」に改め、同項第4号中「総務・経営企画部長」を

「総務部長」に改める。 

第10条中「総務・経営企画部」を「総務部」に改める。 

別表中 

「   

 

情報

公開

審査

会 

1)情報を担当する副学長 

2)総務・経営企画部長  

3)総務・経営企画部総務課長 

4)該当法人文書を保有する部

局等の長 

5)該当法人文書に係る事務を

担当する課若しくは室（監査

室に限る。）の長又は地区事

務部事務部長 

6)その他審査会が必要と認め

た者 

5)から7)までの委員の

任期は、該当法人文書

に係る審議が終了する

までとする。 

(1)学長の諮問に基づく

法人文書の開示・不開

示に関すること。 

(2)開示実施手数料の減

額又は免除に関するこ

と。 

個人

情報

1)情報を担当する副学長 

2)総務・経営企画部長 

5)から7)までの委員の

任期は、該当保有個人

(1)学長の諮問に基づく

保有個人情報の開示・
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保護

審査

会 

3)総務・経営企画部総務課長 

4)該当保有個人情報を保有す

る部局等の長 

5)該当保有個人情報に係る事

務を担当する課若しくは室

（監査室に限る。）の長又は

地区事務部事務部長 

6)その他審査会が必要と認め

た者 

情報に係る審議が終了

するまでとする。 

不開示、訂正及び利用

停止に関すること。 

 

  」 

を 

「   

 

情報

公開

審査

会 

1)情報を担当する副学長 

2)総務部長  

3)総務部総務課長 

4)該当法人文書を保有する部

局等の長 

5)該当法人文書に係る事務を

担当する課若しくは室（監査

室に限る。）の長又は地区事

務部事務部長 

6)その他審査会が必要と認め

た者 

5)から7)までの委員の

任期は、該当法人文書

に係る審議が終了する

までとする。 

(1)学長の諮問に基づく

法人文書の開示・不開

示に関すること。 

(2)開示実施手数料の減

額又は免除に関するこ

と。 

個人

情報

保護

審査

会 

1)情報を担当する副学長 

2)総務部長 

3)総務部総務課長 

4)該当保有個人情報を保有す

る部局等の長 

5)該当保有個人情報に係る事

務を担当する課若しくは室

（監査室に限る。）の長又は

地区事務部事務部長 

6)その他審査会が必要と認め

た者 

5)から7)までの委員の

任期は、該当保有個人

情報に係る審議が終了

するまでとする。 

(1)学長の諮問に基づく

保有個人情報の開示・

不開示、訂正及び利用

停止に関すること。 

 

 

  」 

に改める。 

(国立大学法人東京農工大学情報公開・保有個人情報開示請求等取扱細則の一部改正) 

第12条 国立大学法人東京農工大学情報公開・保有個人情報開示請求等取扱細則(平成

16年4月7日16経教細則第25号)の一部を次のように改正する。 

第2条第2項中「総務・経営企画部」を「総務部」に改める。 
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(国立大学法人東京農工大学個人情報の利用目的及び第三者提供先等に関する規程の

一部改正) 

第13条 国立大学法人東京農工大学個人情報の利用目的及び第三者提供先等に関する

規程(平成17年7月4日17教規程第35号)の一部を次のように改正する。 

【別表1】中「(総務・経営企画部人事課)」を「(総務部人事課)」に改め、同表備

考 の様式を次のように改める。 

[別紙参照2] 

【別表1】中「(総務・経営企画部総務課、総務・経営企画部総務課環境安全管理

室、学務部学務課、学務部学務課国際交流室)」を「(総務部総務課、総務部総務課環

境安全管理室、教学支援部学務課、教学支援部学務課国際交流室)」に改め、同表備

考 の様式を次のように改める。 

[別紙参照3] 

【別表1】中「図書館(研究・財務戦略部研究支援課図書館支援室)」を「図書館

(教学支援部研究支援課図書館支援室)」に改め、同表備考 の様式を次のように改め

る。 

[別紙参照4] 

【別表1】備考 の様式を次のように改める。 

[別紙参照5] 

【別表1】中「(研究・財務戦略部研究支援課)」を「(教学支援部研究支援課)」に

改め、同表備考 の様式を次のように改める。 

[別紙参照6] 

【別表1】中「図書館(研究・財務戦略部研究支援課図書館支援室)」を「図書館

(教学支援部研究支援課図書館支援室)」に改め、同表備考 の様式を次のように改め

る。 

[別紙参照7] 

【別表1】中「(総合情報メディアセンター、総務・経営企画部総務課情報化推進

室)」を「(総合情報メディアセンター、総務部総務課情報化推進室)」に改め、同表

備考 の様式を次のように改める。 

[別紙参照8] 

【別表1】中「(学務部学務課国際交流室、総務・経営企画部企画課)」を「(教学

支援部学務課国際交流室、総務部企画課)」に改め、同表備考 の様式を次のように

改める。 

[別紙参照9] 

【別表1】中「工学府・農学府・生物システム応用科学府・連合農学研究科(学務

部学務課)」を「工学府・農学府・生物システム応用科学府・連合農学研究科(教学支

援部学務課)」に改め、同表備考 の様式を次のように改める。 
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[別紙参照10] 

(国立大学法人東京農工大学特定個人情報取扱要項の一部改正) 

第14条 国立大学法人東京農工大学特定個人情報取扱要項(平成28年1月19日)の一

部を次のように改正する。 

別表第1中 

「   

 
総務・経営企画部総務課情報化推進室に所属する

職員のうち、右欄に定める役割を担う職員 

特定個人情報を取り扱う情報シ

ステムのセキュリティ確保 

総務・経営企画部人事課に所属する職員 第3条に定める事務の実施 
 

 

  」 

を 

「   

 
総務部総務課情報化推進室に所属する職員のう

ち、右欄に定める役割を担う職員 

特定個人情報を取り扱う情報シス

テムのセキュリティ確保 

総務部人事課に所属する職員 第3条に定める事務の実施 
 

 

  」 

に改める。 

別表第2中 

「   

 

総務・経営企

画部総務課長 

総務・経営企画部総務課情報化推進室に所属する職員の特定個人情

報に係る業務の管理・監督 

総務・経営企

画部人事課長 

総務・経営企画部人事課に所属する職員及び総括保護管理者が事務

取扱担当者として指名する者の特定個人情報に係る業務の管理・監

督 
 

 

  」 

を 

「   

 

総務部総

務課長 

総務部総務課情報化推進室に所属する職員の特定個人情報に係る業務の

管理・監督 

総務部人

事課長 

総務部人事課に所属する職員及び総括保護管理者が事務取扱担当者とし

て指名する者の特定個人情報に係る業務の管理・監督 
 

 

  」 

に改める。 

別表第3中 

「   

  取扱区域  総務・経営企画部人事課及び各地区事務部総務室の執務室内  
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 管理区域  総務・経営企画部人事課の執務室内 
 

  」 

を 

「   

 
 取扱区域  総務部人事課及び各地区事務部総務室の執務室内 

 管理区域  総務部人事課の執務室内 
 

 

  」 

に改める。 

(国立大学法人東京農工大学情報システム管理規程の一部改正) 

第15条 国立大学法人東京農工大学情報システム管理規程(平成18年12月26日18規

程第38号)の一部を次のように改正する。 

第3条第2項中「総務・経営企画部」を「総務部」に改める。 

(国立大学法人東京農工大学学報発行規程の一部改正) 

第16条 国立大学法人東京農工大学学報発行規程(平成17年3月16日17教規程第9

号)の一部を次のように改正する。 

第5条第1項中「総務・経営企画部」を「総務部」に改め、同条第2項中「総務・

経営企画部」を「総務部」に改め、同条第3項中「総務・経営企画部」を「総務部」

に改める。 

(国立大学法人東京農工大学学長選考・監察会議規程の一部改正) 

第17条 国立大学法人東京農工大学学長選考・監察会議規程(平成16年5月11日16

選規程第1号)の一部を次のように改正する。 

第6条中「総務・経営企画部」を「総務部」に改める。 

(国立大学法人東京農工大学学長選考・監察会議印章細則の一部改正) 

第18条 国立大学法人東京農工大学学長選考・監察会議印章細則(平成16年9月24日

16選細則第1号)の一部を次のように改正する。 

第4条第2項中「総務・経営企画部」を「総務部」に改める。 

(国立大学法人東京農工大学コンプライアンス規程の一部改正) 

第19条 国立大学法人東京農工大学コンプライアンス規程(平成25年東京農工大学経

教規程第29号)の一部を次のように改正する。 

第11条第7号中「学務部長」を「教学支援部長」に改め、同条第8号中「研究・

財務戦略部長」を「経営部長」に改め、同条第9号中「総務・経営企画部長」を「総

務部長」に改める。 

(国立大学法人東京農工大学安全保障輸出管理規程の一部改正) 

12



第20条 国立大学法人東京農工大学安全保障輸出管理規程(令和元年東京農工大学教規

程第28号)の一部を次のように改正する。 

第8条第3項中「学務部」を「教学支援部」に、「研究・財務戦略部」を「教学支

援部」に改め、「研究支援課」の次に「研究リスクマネジメント室」を加える。 

第9条第1項中「研究・財務戦略部」を「教学支援部」に改める。 

別表中 

「   

 本部地区 研究・財務戦略部研究支援課長 
 

 

  」 

を 

「   

 本部地区 教学支援部研究支援課長 
 

 

  」 

に改める。 

(国立大学法人東京農工大学基金規程の一部改正) 

第21条 国立大学法人東京農工大学基金規程(平成25年東京農工大学経教規程第44

号)の一部を次のように改正する。 

第9条第5号中「学務部長」を「教学支援部長」に改め、同条第6号中「研究・財

務戦略部長」を「経営部長」に改め、同条第7号中「総務・経営企画部長」を「総務

部長」に改める。 

第13条第1項中「総務・経営企画部」を「総務部」に改め、同条第3項中「総

務・経営企画部」を「総務部」に改める。 

 (国立大学法人東京農工大学自己点検・評価実施細則の一部改正) 

第22条 国立大学法人東京農工大学自己点検・評価実施細則(令和2年東京農工大学細

則第1号)の一部を次のように改正する。 

第6条中「総務・経営企画部」を「総務部」に改める。 

(国立大学法人東京農工大学全学計画評価委員会規程の一部改正) 

第23条 国立大学法人東京農工大学全学計画評価委員会規程(平成16年4月7日16経

教規程第9号)の一部を次のように改正する。 

第3条第1項第8号中「学務部長」を「教学支援部長」に改め、同項第9号中「研

究・財務戦略部長」を「経営部長」に改め、同項第10号中「総務・経営企画部長」

を「総務部長」に改める。 

第10条中「総務・経営企画部」を「総務部」に改める。 

(国立大学法人東京農工大学全学自己点検・評価小委員会細則の一部改正) 

第24条 国立大学法人東京農工大学全学自己点検・評価小委員会細則(平成18年3月

20日18細則第5号)の一部を次のように改正する。 
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第8条中「総務・経営企画部」を「総務部」に改める。 

(国立大学法人東京農工大学教育・学生生活委員会細則の一部改正) 

第25条 国立大学法人東京農工大学教育・学生生活委員会細則(平成24年4月1日 2

4 細則第1号)の一部を次のように改正する。 

第3条第1項第9号中「学務部長」を「教学支援部長」に改める。 

第12条中「学務部」を「教学支援部」に改める。 

別表1中 

「   

 

教養・専門

基礎教育小

委員会 

・教育・学生生活委員会が選出した者 1人 

・工学府・工学部から選出された教員 1人 

・農学府・農学部から選出された教員 1人 

・教養科目に関する科目長（人文・社会科学科

目、理系教養科目、英語科目、第二外国語科

目、日本語科目、グローバル展開科目群、スポ

ーツ健康科学科目群） 

・グローバル教育院から選出された教員 2人 

・学務部学務課長 

・その他小委員会が必要と認めた者 

・教養教育、専門基礎教

育に関する企画・立案・

調査 

・学生の英語力向上に関

する企画・立案・調査 

・教育評価及びファカル

ティ・ディベロップメン

トに関する企画・立案・

調査 

・その他必要な事項 
 

 

  」 

を 

「   

 

教養・専門

基礎教育小

委員会 

・教育・学生生活委員会が選出した者 1人 

・工学府・工学部から選出された教員 1人 

・農学府・農学部から選出された教員 1人 

・教養科目に関する科目長（人文・社会科学科

目、理系教養科目、英語科目、第二外国語科

目、日本語科目、グローバル展開科目群、スポ

ーツ健康科学科目群） 

・グローバル教育院から選出された教員 2人 

・教学支援部学務課長 

・その他小委員会が必要と認めた者 

・教養教育、専門基礎教

育に関する企画・立案・

調査 

・学生の英語力向上に関

する企画・立案・調査 

・教育評価及びファカル

ティ・ディベロップメン

トに関する企画・立案・

調査 

・その他必要な事項 
 

 

  」 

に改める。 

(国立大学法人東京農工大学入学試験委員会細則の一部改正) 

第26条 国立大学法人東京農工大学入学試験委員会細則(平成16年4月7日16経教細

則第2号)の一部を次のように改正する。 

第3条第1項第8号中「学務部長」を「教学支援部長」に改め、同項第9号中「学

務部」を「教学支援部」に改める。 

第13条中「学務部」を「教学支援部」に改める。 
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別表1中 

「   

 

入学試験実施小委員

会 

・第3条第1項第4号の委員 

・同項第5号の委員 

・各学府・学部学生生活委員

会委員長 

・学務部入試企画課長 

・その他小委員会が必要と認

めた者 

・入試の実施に関すること。 

 ：学生募集要項の作成 

 ：入試の実施方法 

 ：入試問題及び答案の管理 

 ：調査書等の取扱い 

 ：入試関係資料の整理 

・入試情報開示に関すること。 

・その他必要な事項 
 

 

  」 

を 

「   

 

入学試験実施小委員

会 

・第3条第1項第4号の委員 

・同項第5号の委員 

・各学府・学部学生生活委員

会委員長 

・教学支援部入試企画課長 

・その他小委員会が必要と認

めた者 

・入試の実施に関すること。 

 ：学生募集要項の作成 

 ：入試の実施方法 

 ：入試問題及び答案の管理 

 ：調査書等の取扱い 

 ：入試関係資料の整理 

・入試情報開示に関すること。 

・その他必要な事項 
 

 

  」 

に、 

「   

 
入学者選抜制

度検討小委員

会 

・入学試験委員会が選出した者 1

人 

・工学府・工学部及び農学府・農

学部から選出された教員 各2人 

・グローバル教育院から選出され

た教員 2人 

・学務部入試企画課長 

・その他小委員会が必要と認めた

者 

・入学者選抜制度の改善に関する

企画・立案・調査に関すること 

 ：アドミッションポリシー 

 ：大学入学共通テストで課す教

科・科目及び配点 

 ：個別学力検査の選抜方法 

 ：入試実施結果の調査・分析 

・高大接続の推進に関する企画・

立案・調査に関すること 

・その他必要な事項 
 

 

  」 

を 

「   

 
入学者選抜制

度検討小委員

会 

・入学試験委員会が選出した者 1

人 

・工学府・工学部及び農学府・農

・入学者選抜制度の改善に関する

企画・立案・調査に関すること 

 ：アドミッションポリシー 
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学部から選出された教員 各2人 

・グローバル教育院から選出され

た教員 2人 

・教学支援部入試企画課長 

・その他小委員会が必要と認めた

者 

 ：大学入学共通テストで課す教

科・科目及び配点 

 ：個別学力検査の選抜方法 

 ：入試実施結果の調査・分析 

・高大接続の推進に関する企画・

立案・調査に関すること 

・その他必要な事項 
 

  」 

に改める。 

別表2中 

「   

 

入試情報処理

作業部会 

・工学府・工学部及び農学府・農学部から選

出された教員 各3人 

・学務部入試企画課長 

・その他小委員会が必要と認めた者 

・入試情報処理に関す

ること。 

 ：入試情報処理シス

テムの運用 

 ：入試の情報処理業

務 

 ：合格者選考資料等

の作成 

 ：入試情報開示の情

報処理業務 

・その他必要な事項 
 

 

  」 

を 

「   

 

入試情報処理

作業部会 

・工学府・工学部及び農学府・農学部から選

出された教員 各3人 

・教学支援部入試企画課長 

・その他小委員会が必要と認めた者 

・入試情報処理に関す

ること。 

 ：入試情報処理シス

テムの運用 

 ：入試の情報処理業

務 

 ：合格者選考資料等

の作成 

 ：入試情報開示の情

報処理業務 

・その他必要な事項 
 

 

  」 

に改める。 
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(国立大学法人東京農工大学研究倫理委員会細則の一部改正) 

第27条 国立大学法人東京農工大学研究倫理委員会細則(平成17年11月21日17経教

細則第13号)の一部を次のように改正する。 

第3条第1項第5号中「研究・財務戦略部長」を「教学支援部長」に改める。 

第10条中「研究・財務戦略部」を「教学支援部」に改める。 

(国立大学法人東京農工大学広報・社会貢献委員会細則の一部改正) 

第28条 国立大学法人東京農工大学広報・社会貢献委員会細則(平成16年4月7日16

経教細則第6号)の一部を次のように改正する。 

第3条第1項第9号中「総務・経営企画部長」を「総務部長」に改める。 

第9条中「総務・経営企画部」を「総務部」に改める。 

(国立大学法人東京農工大学大学情報委員会細則の一部改正) 

第29条 国立大学法人東京農工大学大学情報委員会細則(平成16年4月7日16経教細

則第7号)の一部を次のように改正する。 

第3条第1項第11号中「総務・経営企画部」を「総務部」に改める。 

第9条中「総務・経営企画部」を「総務部」に改める。 

(国立大学法人東京農工大学環境・安全衛生委員会細則の一部改正) 

第30条 国立大学法人東京農工大学環境・安全衛生委員会細則(平成16年4月7日16

経教細則第8号)の一部を次のように改正する。 

第3条第1項第12号中「研究・財務戦略部長」を「経営部長」に改め、同項第13

号中「総務・経営企画部長」を「総務部長」に改め、同項第14号中「研究・財務戦

略部」を「経営部」に改め、同項第15号中「総務・経営企画部」を「総務部」に改

める。 

別表中 

「   

 
温室効果ガ

ス対策小委

員会 

・第3条第1項第1号の委員  

・第3条第1項第2号の委員 

・第3条第1項第3号の委員 

・環境安全管理センター副センター長  

・府中地区総括管理者、小金井地区総括

管理者 各1人 

・工学府・工学部環境・安全衛生委員会

委員長及び農学府・農学部財務・環境委

員会委員長 

・学務部長、研究・財務戦略部長及び総

務・経営企画部長 

・研究・財務戦略部財務課長、研究・財

務戦略部施設整備課長及び総務・経営企

画部総務課長 

・温室効果ガスの排出量の削

減に向けた取組の企画及び立

案に関すること 

・地球温暖化対策計画の策定

に関すること 

・温室効果ガスの排出量の削

減に向けた取組の検証に関す

ること 

・地球温暖化対策報告の作成

に関すること 

・その他必要な事項 
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・府中地区事務部事務部長及び小金井地

区事務部事務部長 

・総務・経営企画部総務課環境安全管理

室専門職員 1人 

・その他委員会が必要と認める者 
 

  」 

を 

「   

 
温室効果ガ

ス対策小委

員会 

・第3条第1項第1号の委員  

・第3条第1項第2号の委員 

・第3条第1項第3号の委員 

・環境安全管理センター副センター長

  

・府中地区総括管理者、小金井地区総

括管理者 各1人 

・工学府・工学部環境・安全衛生委員

会委員長及び農学府・農学部財務・環

境委員会委員長 

・教学支援部長、経営部長及び総務部

長 

・経営部財務課長、経営部施設整備課

長及び総務部総務課長 

・府中地区事務部事務部長及び小金井

地区事務部事務部長 

・総務部総務課環境安全管理室専門職

員 1人 

・その他委員会が必要と認める者 

・温室効果ガスの排出量の削

減に向けた取組の企画及び立

案に関すること 

・地球温暖化対策計画の策定

に関すること 

・温室効果ガスの排出量の削

減に向けた取組の検証に関す

ること 

・地球温暖化対策報告の作成

に関すること 

・その他必要な事項 

 

 

  」 

に改める。 

(国立大学法人東京農工大学施設整備委員会細則の一部改正) 

第31条 国立大学法人東京農工大学施設整備委員会細則(平成16年4月7日16経教細

則第9号)の一部を次のように改正する。 

第3条第1項第6号中「研究・財務戦略部」を「経営部」に改める。 

第9条中「研究・財務戦略部」を「経営部」に改める。 

(東京農工大学学生表彰規程の一部改正) 

第32条 東京農工大学学生表彰規程(平成16年4月7日16教規程第11号)の一部を次

のように改正する。 

第5条中「学務部」を「教学支援部」に改める。 

(東京農工大学大学院における入学予定の国費外国人留学生及び私費外国人留学生の

入学時期の延期に係る要項の一部改正) 
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第33条 東京農工大学大学院における入学予定の国費外国人留学生及び私費外国人留

学生の入学時期の延期に係る要項(令和3年2月17日学長裁定)の一部を次のように

改正する。 

第5条第1項中「学務部」を「教学支援部」に改める。 

(東京農工大学学寮規程の一部改正) 

第34条 東京農工大学学寮規程(平成16年4月7日16教規程第16号)の一部を次のよ

うに改正する。 

第12条第1項本文中「研究・財務戦略部」を「経営部」に改める。 

第12条の2第2項中「研究・財務戦略部」を「経営部」に改める。 

第13条第2項中「研究・財務戦略部」を「経営部」に改める。 

(東京農工大学公開講座規程の一部改正) 

第35条 東京農工大学公開講座規程(平成16年4月7日16教規程第17号)の一部を次

のように改正する。 

第10条中「総務・経営企画部」を「総務部」に改める。 

(東京農工大学学生懲戒規程の一部改正) 

第36条 東京農工大学学生懲戒規程(平成28年東京農工大学教規程第16号)の一部を

次のように改正する。 

第20条中「学務部」を「教学支援部」に改める。 

(東京農工大学リーディングプログラムの運営に関する規程の一部改正) 

第37条 東京農工大学リーディングプログラムの運営に関する規程(平成25年教規程

第32号)の一部を次のように改正する。 

第7条第1項中「学務部」を「教学支援部」に、「研究・財務戦略部」を「教学支

援部」に改める。 

(東京農工大学国際交流会館規程の一部改正) 

第38条 東京農工大学国際交流会館規程(平成16年4月7日16経教規程第23号)の一

部を次のように改正する。 

第16条中「学務部」を「教学支援部」に改める。 

(国立大学法人東京農工大学国際交流委員会細則の一部改正) 

第39条 国立大学法人東京農工大学国際交流委員会細則(平成16年4月7日16経教細

則第5号)の一部を次のように改正する。 

第3条第1項第7号中「学務部長」を「教学支援部長」に改める。 

第11条中「学務部」を「教学支援部」に改める。 

(東京農工大学科学技術短期留学プログラム実施細則の一部改正) 

第40条 東京農工大学科学技術短期留学プログラム実施細則(平成16年4月1日16教

細則第12号)の一部を次のように改正する。 

第19条中「学務部」を「教学支援部」に改める。 
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(東京農工大学外国人留学生特待生制度に関する規程の一部改正) 

第41条 東京農工大学外国人留学生特待生制度に関する規程(平成26年東京農工大学

教規程第63号)の一部を次のように改正する。 

第8条中「学務部」を「教学支援部」に改める。 

(東京農工大学BRIDGE(Border-less Research with InterDiscipline for Global Educat

ion)プログラム奨学金規程の一部改正) 

第42条 東京農工大学BRIDGE(Border-less Research with InterDiscipline for Global 

Education)プログラム奨学金規程(令和2年東京農工大学教規程第35号)の一部を次

のように改正する。 

第15条中「学務部」を「教学支援部」に改める。 

(東京農工大学大学院における第一種奨学金の返還免除候補者の推薦に関する規程の

一部改正) 

第43条 東京農工大学大学院における第一種奨学金の返還免除候補者の推薦に関する

規程(平成17年2月23日17教規程第8号)の一部を次のように改正する。 

第9条中「学務部」を「教学支援部」に改める。 

(東京農工大学大学院（博士後期課程、4年制博士課程、一貫制博士課程(3年次から

5年次まで)又は後期3年の課程のみの博士課程）における第一種奨学金の採用時

返還免除内定候補者の推薦に関する規程の一部改正) 

第44条 東京農工大学大学院（博士後期課程、4年制博士課程、一貫制博士課程(3年

次から5年次まで)又は後期3年の課程のみの博士課程）における第一種奨学金の採

用時返還免除内定候補者の推薦に関する規程(平成31年東京農工大学教規程第45号)

の一部を次のように改正する。 

第10条中「学務部」を「教学支援部」に改める。 

(東京農工大学遠藤章奨学金規程の一部改正) 

第45条 東京農工大学遠藤章奨学金規程(令和元年東京農工大学教規程第5号)の一部

を次のように改正する。 

第12条中「学務部」を「教学支援部」に改める。 

(東京農工大学かがやく博士人材奨励奨学金規程の一部改正) 

第46条 東京農工大学かがやく博士人材奨励奨学金規程(令和4年東京農工大学教規程

第32号)の一部を次のように改正する。 

第10条中「学務部」を「教学支援部」に改める。 

(東京農工大学学長表彰規程の一部改正) 

第47条 東京農工大学学長表彰規程(平成31年東京農工大学教規程第6号)の一部を次

のように改正する。 

第5条中「学務部」を「教学支援部」に改める。 

(国立大学法人東京農工大学職員採用・昇任規程の一部改正) 
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第48条 国立大学法人東京農工大学職員採用・昇任規程(平成16年4月7日16経教規

程第24号)の一部を次のように改正する。 

第4条第3項中「総務・経営企画部」を「総務部」に改める。 

(国立大学法人東京農工大学ハラスメントの防止及び対策等に関する規程の一部改正) 

第49条 国立大学法人東京農工大学ハラスメントの防止及び対策等に関する規程(平成

18年2月6日18教規程第2号)の一部を次のように改正する。 

第25条中「総務・経営企画部」を「総務部」に、「学務部」を「教学支援部」に

改める。 

(国立大学法人東京農工大学営利企業役員等兼業審査委員会細則の一部改正) 

第50条 国立大学法人東京農工大学営利企業役員等兼業審査委員会細則(平成16年4

月7日16経教細則第14号)の一部を次のように改正する。 

第4条第1項第6号中「総務・経営企画部長」を「総務部長」に改める。 

第8条中「総務・経営企画部」を「総務部」に改める。 

(国立大学法人東京農工大学職員苦情相談規程の一部改正) 

第51条 国立大学法人東京農工大学職員苦情相談規程(平成16年4月7日16経教規程

第42号)の一部を次のように改正する。 

第4条第1項第2号中「総務・経営企画部」を「総務部」に改める。 

第5条第1項第2号中「総務・経営企画部長」を「総務部長」に改める。 

第8条中「総務・経営企画部」を「総務部」に改める。 

(国立大学法人東京農工大学会計監査人候補者選定の取扱いについての一部改正) 

第52条 国立大学法人東京農工大学会計監査人候補者選定の取扱いについて(平成20

年4月14日学長裁定)の一部を次のように改正する。 

第3条各号列記以外の部分中「研究・財務戦略部長」を「経営部長」に改め、同条

第1号中「研究・財務戦略部長」を「経営部長」に改める。 

(国立大学法人東京農工大学会計事務取扱規程の一部改正) 

第53条 国立大学法人東京農工大学会計事務取扱規程(平成16年4月7日16経規程第

49号)の一部を次のように改正する。 

別表第1中 

「   

 出納命令役 研究・財務戦略部長 

出納役 研究・財務戦略部財務課副課長のうちから学長が指名する者 
 

 

  」 

を 

「   

 出納命令役 経営部長 

出納役 経営部財務課副課長のうちから学長が指名する者 
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  」 

に、 

「   

 財産管理役 研究・財務戦略部長 
 

 

  」 

を 

「   

 財産管理役 経営部長 
 

 

  」 

に改める。 

別表第2中 

「   

 研究・財務戦略部研究支援

課図書館支援室 

研究・財務戦略部研究支援

課図書館支援室 

総務係長 府中図書館における収入

金に関する事務 研究・財務戦略部研究支援

課 

図書館支援室長 
 

 

  」 

を 

「   

 教学支援部研究支援課図

書館支援室 

教学支援部研究支援課図

書館支援室 

総務係長 
府中図書館における収入金に

関する事務 
教学支援部研究支援課 

図書館支援室長 
 

 

  」 

に改める。 

別表第3中 

「   

 

出

納

命

令

役 

研究・

財務戦

略部長 

研究・財

務戦略部

財務課長 

出納命令役の行う行為のうち、収入又は支出内容の調査、決

定及び収納又は支出命令 

契

約

担

当

学長 総務・経

営企画部

総務課長 

契約担当役の行う契約等収入又は支出の原因となる行為のう

ち、総務・経営企画部総務課の所掌に係る事務 

研究・財 契約担当役の行う契約等収入又は支出の原因となる行為のう
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役 務戦略部

研究支援

課長 

ち、研究・財務戦略部研究支援課(図書館支援室を除く。)の

所掌に係る事務 

契約担当役の行う契約等収入又は支出の原因となる行為のう

ち、図書館の所掌に係る事務。ただし、契約等支出の原因と

なる行為のうち、金額(契約金額の変更額を含む。)が500万

円を超えるものを除く。 

研究・財

務戦略部

財務課長 

契約担当役の行う契約等収入又は支出の原因となる行為のう

ち、研究・財務戦略部財務課の所掌に係る事務。ただし、契

約等支出の原因となる行為のうち、金額(契約金額の変更額を

含む。)が500万円を超えるものを除く。 

研究活動

を職務に

含む者 

契約担当役の行う契約等支出原因となる行為のうち、自己に

配分された予算執行に係るもので金額が100万円を超えない

もの。ただし、別に定めるものを除く。 

研究・財

務戦略部

施設整備

課長 

契約担当役の行う契約等収入又は支出の原因となる行為のう

ち、研究・財務戦略部施設整備課の所掌に係る事務。ただ

し、契約等支出の原因となる行為のうち、金額(契約金額の変

更額を含む。)が500万円を超えるものを除く。 

上記以外

の課長 

契約担当役の行う契約等収入又は支出の原因となる行為のう

ち、各課の所掌に係る事務 

府中地区

事務部 

事務部長 

契約担当役の行う契約等収入又は支出の原因となる行為のう

ち、府中地区における上記以外の事務(FSセンターに属する

生産物の売払に係る事務を含む。)。ただし、契約等収入又は

支出の原因となる行為のうち、金額(契約金額の変更額を含

む。)が500万円を超えるものを除く。 

小金井地

区事務部 

事務部長 

契約担当役の行う契約等収入又は支出の原因となる行為のう

ち、小金井地区における上記以外の事務。ただし、契約等収

入又は支出の原因となる行為のうち、金額(契約金額の変更額

を含む。)が500万円を超えるものを除く。 

財

産

管

理

役 

研究・

財務戦

略部長 

研究・財

務戦略部

研究支援

課長 

財産管理役の行う知的財産の管理のうち、研究・財務戦略部

研究支援課(図書館支援室を除く。)の所掌に係る事務 

財産管理役の行う物品の管理のうち、図書館の所掌に係る事

務 

研究・財

務戦略部

財務課長 

財産管理役の行う物品の管理のうち、上記以外の事務。ただ

し、取得価額が50万円を超えるものを除く。 

 

  」 

を 

「   

 
出

納

命

経

営

部

経営部財

務課長 

出納命令役の行う行為のうち、収入又は支出内容の調査、決定及

び収納又は支出命令  
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令

役 

長 

契

約

担

当

役 

学

長 

総務部総

務課長 

契約担当役の行う契約等収入又は支出の原因となる行為のうち、

総務部総務課の所掌に係る事務 

教学支援

部研究支

援課長 

契約担当役の行う契約等収入又は支出の原因となる行為のうち、

教学支援部研究支援課(図書館支援室を除く。)の所掌に係る事務 

契約担当役の行う契約等収入又は支出の原因となる行為のうち、

図書館の所掌に係る事務。ただし、契約等支出の原因となる行為

のうち、金額(契約金額の変更額を含む。)が500万円を超えるも

のを除く。 

経営部財

務課長 

契約担当役の行う契約等収入又は支出の原因となる行為のうち、

経営部財務課の所掌に係る事務。ただし、契約等支出の原因とな

る行為のうち、金額(契約金額の変更額を含む。)が500万円を超

えるものを除く。 

研究活動

を職務に

含む者 

契約担当役の行う契約等支出原因となる行為のうち、自己に配分

された予算執行に係るもので金額が100万円を超えないもの。た

だし、別に定めるものを除く。 

経営部施

設整備課

長 

契約担当役の行う契約等収入又は支出の原因となる行為のうち、

経営部施設整備課の所掌に係る事務。ただし、契約等支出の原因

となる行為のうち、金額(契約金額の変更額を含む。)が500万円

を超えるものを除く。 

上記以外

の課長 

契約担当役の行う契約等収入又は支出の原因となる行為のうち、

各課の所掌に係る事務 

府中地区

事務部 

事務部長 

契約担当役の行う契約等収入又は支出の原因となる行為のうち、

府中地区における上記以外の事務(FSセンターに属する生産物の

売払に係る事務を含む。)。ただし、契約等収入又は支出の原因

となる行為のうち、金額(契約金額の変更額を含む。)が500万円

を超えるものを除く。 

小金井地

区事務部 

事務部長 

契約担当役の行う契約等収入又は支出の原因となる行為のうち、

小金井地区における上記以外の事務。ただし、契約等収入又は支

出の原因となる行為のうち、金額(契約金額の変更額を含む。)が

500万円を超えるものを除く。 

財

産

管

理

役 

経

営

部

長 

教学支援

部研究支

援課長 

財産管理役の行う知的財産の管理のうち、教学支援部研究支援課

(図書館支援室を除く。)の所掌に係る事務 

財産管理役の行う物品の管理のうち、図書館の所掌に係る事務 

経営部財

務課長 

財産管理役の行う物品の管理のうち、上記以外の事務。ただし、

取得価額が50万円を超えるものを除く。 
 

  」 

に改める。 

別表第4の1中 

「   
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事務局長 

契約担当役の行う契約等収入又は支出の原因となる行為のうち、金

額が500万円を超えるもの。ただし、研究・財務戦略部研究支援課

(図書館支援室を除く。)及び総務・経営企画部総務課の所掌に係る

事務を除く。 

研究・財務戦略

部研究支援課長 

図書館の所掌に係る契約に関する予定価格調書案の作成 

研究・財務戦略

部研究支援課図

書館支援室 

総務係長 

図書館の所掌に係る契約に関する次の事務 

(1)市場価格調査、予定価格算出内訳書の作成 

(2)業者選定案の作成 

(3)見積書の徴取 

(4)契約書案及び関係書類の作成 

(5)発注の連絡 

(6)監督 

(7)検査及び検査調書の作成 

(8)請求書の受理 

(9)その他契約に附随する事務 

研究・財務戦略

部財務課 

副課長 

契約担当役印の保管及びなつ印 

研究・財務戦略

部財務課長 

研究・財務戦略部財務課の所掌に係る契約に関する次の事項 

(1)予定価格調書案の作成 

(2)入札の執行 

研究・財務戦略

部財務課 

決算総括係長 

研究・財務戦略部財務課で当該係が所掌する契約に関する次の事務 

(1)市場価格調査、予定価格算出内訳書の作成 

(2)業者選定案の作成 

(3)見積書の徴取 

(4)契約書案及び関係書類の作成 

(5)発注の連絡 

(6)監督 

(7)検査及び検査調書の作成 

(8)請求書の受理 

(9)その他契約に附随する事務 

研究・財務戦略

部財務課 

契約係長 

研究・財務戦略部財務課で当該係が所掌する契約に関する次の事務 

(1)市場価格調査、予定価格算出内訳書の作成 

(2)業者選定案の作成 

(3)見積書の徴取 

(4)契約書案及び関係書類の作成 

(5)発注の連絡 

(6)監督 

(7)検査及び検査調書の作成 

(8)請求書の受理 

(9)その他契約に附随する事務 
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研究・財務戦略

部施設整備課長 

研究・財務戦略部施設整備課で所掌する工事等に関する次の事務 

(1)予定価格調書案の作成 

(2)入札の執行 

研究・財務戦略

部施設整備課 

施設企画係長 

研究・財務戦略部施設整備課で所掌する工事等に関する次の事務 

(1)業者選定案の作成、予定価格算出内訳書の作成 

(2)見積書の徴取 

(3)契約書案及び関係書類の作成 

(4)発注の連絡 

(5)請求書の受理 

(6)検査調書の作成 

(7)その他契約に附随する事務 

研究・財務戦略

部施設整備課 

建築係長 

電気設備係長 

機械設備係長 

研究・財務戦略部施設整備課で所掌する工事等で当該係が担当する

工事に関する次の事務 

(1)市場価格調査、予定価格算出内訳書の作成 

(2)監督 

(3)検査 
 

  」 

を 

「   

 

事務局長 

契約担当役の行う契約等収入又は支出の原因となる行為のうち、金額

が500万円を超えるもの。ただし、教学支援部研究支援課(図書館支

援室を除く。)及び総務部総務課の所掌に係る事務を除く。 

教学支援部研

究支援課長 

図書館の所掌に係る契約に関する予定価格調書案の作成 

教学支援部研

究支援課図書

館支援室 

総務係長 

図書館の所掌に係る契約に関する次の事務 

(1)市場価格調査、予定価格算出内訳書の作成 

(2)業者選定案の作成 

(3)見積書の徴取 

(4)契約書案及び関係書類の作成 

(5)発注の連絡 

(6)監督 

(7)検査及び検査調書の作成 

(8)請求書の受理 

(9)その他契約に附随する事務 

経営部財務課 

副課長 

契約担当役印の保管及びなつ印 

経営部財務課

長 

経営部財務課の所掌に係る契約に関する次の事項 

(1)予定価格調書案の作成 

(2)入札の執行 

経営部財務課 

決算総括係長 

経営部財務課で当該係が所掌する契約に関する次の事務 

(1)市場価格調査、予定価格算出内訳書の作成 
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(2)業者選定案の作成 

(3)見積書の徴取 

(4)契約書案及び関係書類の作成 

(5)発注の連絡 

(6)監督 

(7)検査及び検査調書の作成 

(8)請求書の受理 

(9)その他契約に附随する事務 

経営部財務課 

契約係長 

経営部財務課で当該係が所掌する契約に関する次の事務 

(1)市場価格調査、予定価格算出内訳書の作成 

(2)業者選定案の作成 

(3)見積書の徴取 

(4)契約書案及び関係書類の作成 

(5)発注の連絡 

(6)監督 

(7)検査及び検査調書の作成 

(8)請求書の受理 

(9)その他契約に附随する事務 

経営部施設整

備課長 

経営部施設整備課で所掌する工事等に関する次の事務 

(1)予定価格調書案の作成 

(2)入札の執行 

経営部施設整

備課 

施設企画係長 

経営部施設整備課で所掌する工事等に関する次の事務 

(1)業者選定案の作成、予定価格算出内訳書の作成 

(2)見積書の徴取 

(3)契約書案及び関係書類の作成 

(4)発注の連絡 

(5)請求書の受理 

(6)検査調書の作成 

(7)その他契約に附随する事務 

経営部施設整

備課 

建築係長 

電気設備係長 

機械設備係長 

経営部施設整備課で所掌する工事等で当該係が担当する工事に関する

次の事務 

(1)市場価格調査、予定価格算出内訳書の作成 

(2)監督 

(3)検査 
 

  」 

に、 

「   

 

総務・経営企画部企画課 

広報係長 
総務・経営企画部企画課の所掌に係る契約に関する事務 

研究・財務戦略部研究支援

課図書館支援室 

総務係長 

図書館の所掌に係る契約に関する次の事務 

(1)市場価格調査 

(2)業者選定案の作成 
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(3)見積書の徴取 

(4)契約書案及び関係書類の作成 

(5)発注の連絡 

(6)請書の徴収 

(7)監督 

(8)検査及び検査調書の作成 

(9)請求書の受理 

(10)その他契約に附随する事務 

研究・財務戦略部研究支援

課 

研究支援係長 

産学連携係長 

研究・財務戦略部研究支援課の所掌に係る契約のうち、

当該係が担当する事務 

研究・財務戦略部財務課 

決算総括係長 

研究・財務戦略部財務課の当該係の所掌に係る契約に関

する次の事務 

(1)市場価格調査 

(2)業者選定案の作成 

(3)見積書の徴取 

(4)契約書案及び関係書類の作成 

(5)発注の連絡 

(6)請書の徴収 

(7)監督 

(8)検査及び検査調書の作成 

(9)請求書の受理 

(10)その他契約に附随する事務 

研究・財務戦略部財務課 

契約係長 

研究・財務戦略部財務課の当該係の所掌に係る契約に関

する次の事務 

(1)市場価格調査 

(2)業者選定案の作成 

(3)見積書の徴取 

(4)契約書案及び関係書類の作成 

(5)発注の連絡 

(6)請書の徴収 

(7)監督 

(8)検査及び検査調書の作成 

(9)請求書の受理 

(10)その他契約に附随する事務 

研究・財務戦略部施設整備

課 

施設企画係長 

研究・財務戦略部施設整備課で所掌する工事等に関する

次の事務 

(1)業者選定案の作成 

(2)見積書の徴取 

(3)契約書案及び関係書類の作成 

(4)発注の連絡 
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(5)請書の徴収 

(6)請求書の受理 

(7)検査調書の作成 

(8)その他契約に附随する事務 

研究・財務戦略部施設整備

課 

建築係長 

電気設備係長 

機械設備係長 

研究・財務戦略部施設整備課で所掌する工事等で当該係

が担当する工事に関する次の事務 

(1)市場価格調査 

(2)監督 

(3)検査 
 

  」 

を 

「   

 

総務部企画課 

広報係長 
総務部企画課の所掌に係る契約に関する事務 

教学支援部研究支援

課図書館支援室 

総務係長 

図書館の所掌に係る契約に関する次の事務 

(1)市場価格調査 

(2)業者選定案の作成 

(3)見積書の徴取 

(4)契約書案及び関係書類の作成 

(5)発注の連絡 

(6)請書の徴収 

(7)監督 

(8)検査及び検査調書の作成 

(9)請求書の受理 

(10)その他契約に附随する事務 

教学支援部研究支援

課 

研究支援係長 

産学連携係長 

教学支援部研究支援課の所掌に係る契約のうち、当該係が担

当する事務 

経営部財務課 

決算総括係長 

経営部財務課の当該係の所掌に係る契約に関する次の事務 

(1)市場価格調査 

(2)業者選定案の作成 

(3)見積書の徴取 

(4)契約書案及び関係書類の作成 

(5)発注の連絡 

(6)請書の徴収 

(7)監督 

(8)検査及び検査調書の作成 

(9)請求書の受理 

(10)その他契約に附随する事務 

経営部財務課 

契約係長 

経営部財務課の当該係の所掌に係る契約に関する次の事務 

(1)市場価格調査 
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(2)業者選定案の作成 

(3)見積書の徴取 

(4)契約書案及び関係書類の作成 

(5)発注の連絡 

(6)請書の徴収 

(7)監督 

(8)検査及び検査調書の作成 

(9)請求書の受理 

(10)その他契約に附随する事務 

経営部施設整備課 

施設企画係長 

経営部施設整備課で所掌する工事等に関する次の事務 

(1)業者選定案の作成 

(2)見積書の徴取 

(3)契約書案及び関係書類の作成 

(4)発注の連絡 

(5)請書の徴収 

(6)請求書の受理 

(7)検査調書の作成 

(8)その他契約に附随する事務 

経営部施設整備課 

建築係長 

電気設備係長 

機械設備係長 

経営部施設整備課で所掌する工事等で当該係が担当する工事

に関する次の事務 

(1)市場価格調査 

(2)監督 

(3)検査 
 

  」 

に改める。 

別表第4の2中 

「   

 

研究・財務戦略部研究支援

課図書館支援室 

総務係長 

図書館の所掌に係る伝票案及び関係書類の作成 

総務・経営企画部人事課 

給与共済係長 

総務・経営企画部人事課給与共済係の所掌に係る伝票案

及び関係書類の作成 

研究・財務戦略部研究支援

課 研究支援係長 

研究・財務戦略部研究支援課研究支援係の所掌に係る伝

票案及び関係書類の作成 

研究・財務戦略部研究支援

課産学連携室 

産学連携係長 

研究・財務戦略部研究支援課産学連携室産学連携係の所

掌に係る伝票案及び関係書類の作成 

研究・財務戦略部財務課 

副課長 

出納命令役印の保管及びなつ印 

研究・財務戦略部財務課 

財務企画係長 

研究・財務戦略部財務課財務企画係の所掌に係る伝票案

及び関係書類の作成 
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研究・財務戦略部財務課 

予算総括係長 

研究・財務戦略部財務課予算総括係の所掌に係る伝票案

及び関係書類の作成 

研究・財務戦略部財務課 

決算総括係長 

(1)総勘定元帳の記帳 

(2)伝票内容の確認 

(3)研究・財務戦略部財務課決算総括係の所掌に係る伝

票案及び関係書類の作成 

研究・財務戦略部財務課 

出納係長 

(1)研究・財務戦略部財務課出納係の所掌に係る伝票案

及び関係書類の作成 

(2)債権管理簿の記帳 

(3)債権の調査確認 

(4)督促 

(5)債権の保全 

(6)担保（担保物が有価証券及び動産の場合を除

く。）、証拠書類等の保存 

研究・財務戦略部財務課 

契約係長 

研究・財務戦略部財務課契約係の所掌に係る伝票案及び

関係書類の作成 

研究・財務戦略部施設整備

課 

施設企画係長 

研究・財務戦略部施設整備課の所掌に係る伝票案及び関

係書類の作成 

 

  」 

を 

「   

 

教学支援部研究支援課

図書館支援室 

総務係長 

図書館の所掌に係る伝票案及び関係書類の作成 

総務部人事課 

給与共済係長 

総務部人事課給与共済係の所掌に係る伝票案及び関係書類

の作成 

教学支援部研究支援課 

研究支援係長 

教学支援部研究支援課研究支援係の所掌に係る伝票案及び

関係書類の作成 

教学支援部研究支援課

産学連携室 

産学連携係長 

教学支援部研究支援課産学連携室産学連携係の所掌に係る

伝票案及び関係書類の作成 

経営部財務課 

副課長 

出納命令役印の保管及びなつ印 

経営部財務課 

財務企画係長 

経営部財務課財務企画係の所掌に係る伝票案及び関係書類

の作成 

経営部財務課 

予算総括係長 

経営部財務課予算総括係の所掌に係る伝票案及び関係書類

の作成 

経営部財務課 

決算総括係長 

(1)総勘定元帳の記帳 

(2)伝票内容の確認 

(3)経営部財務課決算総括係の所掌に係る伝票案及び関係書

 

31



類の作成 

経営部財務課 

出納係長 

(1)経営部財務課出納係の所掌に係る伝票案及び関係書類の

作成 

(2)債権管理簿の記帳 

(3)債権の調査確認 

(4)督促 

(5)債権の保全 

(6)担保（担保物が有価証券及び動産の場合を除く。）、証

拠書類等の保存 

経営部財務課 

契約係長 

経営部財務課契約係の所掌に係る伝票案及び関係書類の作

成 

経営部施設整備課 

施設企画係長 

経営部施設整備課の所掌に係る伝票案及び関係書類の作成 

 

  」 

に改める。 

別表第4の3中 

「   

 

研究・財務戦略部財務課 

決算総括係長 
合計残高試算表の作成 

研究・財務戦略部財務課 

出納係長 

(1)現金、預金及び有価証券等の受入及び払出 

(2)小切手の作成、交付及び小切手用紙の保管 

(3)現金出納簿等必要帳簿の記帳 

(4)現金現在高及び預金現在高の照合 

(5)その他出納役の行う事務の補助 
 

 

  」 

を 

「   

 

経営部財務課 

決算総括係長 
合計残高試算表の作成 

経営部財務課 

出納係長 

(1)現金、預金及び有価証券等の受入及び払出 

(2)小切手の作成、交付及び小切手用紙の保管 

(3)現金出納簿等必要帳簿の記帳 

(4)現金現在高及び預金現在高の照合 

(5)その他出納役の行う事務の補助 
 

 

  」 

に改める。 
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(国立大学法人東京農工大学研究開発成果としての有体物の取扱いに関する規程の一

部改正) 

第54条 国立大学法人東京農工大学研究開発成果としての有体物の取扱いに関する規

程(平成16年4月7日16経教規程第54号)の一部を次のように改正する。 

別表中 

「   

 

契

約

者 

名義者(署名する者)

は学長。 

専決は研究・財務戦

略部研究支援課長※

2 

名義者(署名する

者)は学長。 

専決は研究・財務

戦略部研究支援課

長 

名義者(署名する

者)は学長。 

専決は研究・財務

戦略部研究支援課

長 

名義者(署名する

者)は学長。 

専決は研究・財務

戦略部研究支援課

長 
 

 

  」 

を 

「   

 

契約

者 

名義者(署名する者)

は学長。 

専決は教学支援部研

究支援課長※2 

名義者(署名する

者)は学長。 

専決は教学支援部

研究支援課長 

名義者(署名する

者)は学長。 

専決は教学支援部

研究支援課長 

名義者(署名する

者)は学長。 

専決は教学支援部

研究支援課長 
 

 

  」 

に、 

「   

 

契

約

者 

名義者(署名する者)は

学長。 

専決は研究・財務戦略

部研究支援課長※2 

名義者(署名する

者)は学長。 

専決は地区事務

部事務部長※3 

名義者(署名する者)

は学長。 

専決は研究・財務戦

略部研究支援課長 

名義者(署名する

者)は学長。 

専決は地区事務

部事務部長※3 
 

 

  」 

を 

「   

 

契約

者 

名義者(署名する者)

は学長。 

専決は教学支援部研

究支援課長※2 

名義者(署名する

者)は学長。 

専決は地区事務部

事務部長※3 

名義者(署名する

者)は学長。 

専決は教学支援部

研究支援課長 

名義者(署名する

者)は学長。 

専決は地区事務部

事務部長※3 
 

 

  」 

に改める。 

(国立大学法人東京農工大学建物等管理細則の一部改正) 

第55条 国立大学法人東京農工大学建物等管理細則(平成16年4月7日16経教細則第

22号)の一部を次のように改正する。 
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別表1中 

「   

 本部地区 研究・財務戦略部長 
 

 

  」 

を 

「   

 本部地区 経営部長 
 

 

  」 

に、 

「   

 学生系事務棟 学務部長 
 

 

  」 

を 

「   

 学生系事務棟 教学支援部長 
 

 

  」 

に、 

「   

 小金井宿舎地区 研究・財務戦略部長 
 

 

  」 

を 

「   

 小金井宿舎地区 経営部長 
 

 

  」 

に改める。 

(国立大学法人東京農工大学産官学連携奨励費規程の一部改正) 

第56条 国立大学法人東京農工大学産官学連携奨励費規程(平成19年10月24日19経

教規程第28号)の一部を次のように改正する。 

第6条中「研究・財務戦略部」を「経営部」に改める。 

第9条第2項中「総務・経営企画部」を「総務部」に改める。 

(国立大学法人東京農工大学長期借入金事務取扱規程の一部改正) 

第57条 国立大学法人東京農工大学長期借入金事務取扱規程(平成20年1月15日20

経規程第1号)の一部を次のように改正する。 

34



第2条第1項中「研究・財務戦略部長」を「経営部長」に改め、同条第2項中「研

究・財務戦略部長」を「経営部長」に改め、同条第3項中「研究・財務戦略部長」を

「経営部長」に改め、同条第4項中「研究・財務戦略部長」を「経営部長」に改める。 

第3条第1項中「研究・財務戦略部長」を「経営部長」に改める。 

第4条第1項中「研究・財務戦略部長」を「経営部長」に改める。 

第6条第1項前段中「研究・財務戦略部長」を「経営部長」に改め、同条第2項中

「研究・財務戦略部長」を「経営部長」に改める。 

第7条各号列記以外の部分中「研究・財務戦略部長」を「経営部長」に改める。 

第8条中「研究・財務戦略部長」を「経営部長」に改める。 

第9条第1項各号列記以外の部分中「研究・財務戦略部長」を「経営部長」に改め、

同条第2項中「研究・財務戦略部長」を「経営部長」に改め、同条第3項中「研究・

財務戦略部長」を「経営部長」に改め、同条第4項中「研究・財務戦略部長」を「経

営部長」に改める。 

第10条第1項中「研究・財務戦略部長」を「経営部長」に改め、同条第2項中

「研究・財務戦略部長」を「経営部長」に改める。 

第11条第1項中「研究・財務戦略部長」を「経営部長」に改め、同条第2項中

「研究・財務戦略部長」を「経営部長」に改める。 

第12条第1項中「研究・財務戦略部長」を「経営部長」に改め、同条第2項中

「研究・財務戦略部長」を「経営部長」に改め、同条第3項中「研究・財務戦略部長」

を「経営部長」に改める。 

第13条第1項中「研究・財務戦略部長」を「経営部長」に改める。 

第15条中「研究・財務戦略部長」を「経営部長」に改める。 

第17条中「研究・財務戦略部長」を「経営部長」に改める。 

(国立大学法人東京農工大学公用自動車運行管理規程の一部改正) 

第58条 国立大学法人東京農工大学公用自動車運行管理規程(平成20年11月1日20

教規程第55号)の一部を次のように改正する。 

第6条第1項中「研究・財務戦略部長」を「経営部長」に改め、同条第2項の表中 

「   

 本部地区 研究・財務戦略部財務課長 
 

 

  」 

を 

「   

 本部地区 経営部財務課長 
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  」 

に改める。 

第15条第2項中「総務・経営企画部」を「総務部」に改める。 

(国立大学法人東京農工大学競争的資金等取扱要項の一部改正) 

第59条 国立大学法人東京農工大学競争的資金等取扱要項(平成27年3月2日学長裁

定)の一部を次のように改正する。 

第11条第2項第1号中「研究・財務戦略部」を「経営部」に改める。 

(国立大学法人東京農工大学競争的資金等不正防止計画推進室設置要項の一部改正) 

第60条 国立大学法人東京農工大学競争的資金等不正防止計画推進室設置要項(平成2

7年3月2日学長裁定)の一部を次のように改正する。 

第4条第1項第5号中「研究・財務戦略部長」を「経営部長」に改め、同項第6号

中「総務・経営企画部長」を「総務部長」に改める。 

(国立大学法人東京農工大学資金運用管理委員会細則の一部改正) 

第61条 国立大学法人東京農工大学資金運用管理委員会細則(平成30年東京農工大学

細則第18号)の一部を次のように改正する。 

第3条第1項第2号中「研究・財務戦略部長」を「経営部長」に改め、同項第3号

中「研究・財務戦略部」を「経営部」に改め、同項第5号中「研究・財務戦略部」を

「経営部」に改める。 

第6条中「研究・財務戦略部」を「経営部」に改める。 

(東京農工大学連携リング規程の一部改正) 

第62条 東京農工大学連携リング規程(平成22年4月1日22教規程第13号)の一部を

次のように改正する。 

第14条中「研究・財務戦略部」を「教学支援部」に改める。 

(国立大学法人東京農工大学寄附金受入規程の一部改正) 

第63条 国立大学法人東京農工大学寄附金受入規程(平成16年4月7日16経教規程第

60号)の一部を次のように改正する。 

第12条中「研究・財務戦略部」を「教学支援部」に改める。 

(東京農工大学共同研究取扱規程の一部改正) 

第64条 東京農工大学共同研究取扱規程(平成16年4月7日16経教規程第61号)の一

部を次のように改正する。 

第16条中「研究・財務戦略部」を「教学支援部」に改める。 

(東京農工大学受託研究取扱規程の一部改正) 
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第65条 東京農工大学受託研究取扱規程(平成16年4月7日16経教規程第62号)の一

部を次のように改正する。 

第14条中「研究・財務戦略部」を「教学支援部」に改める。 

(東京農工大学受託研究員等受入規程の一部改正) 

第66条 東京農工大学受託研究員等受入規程(平成16年4月7日16経教規程第63号)

の一部を次のように改正する。 

第16条中「研究・財務戦略部」を「教学支援部」に改める。 

(東京農工大学における研究活動上の不正行為の防止及び対応に関する規程の一部改

正) 

第67条 東京農工大学における研究活動上の不正行為の防止及び対応に関する規程(平

成27年東京農工大学教規程第23号)の一部を次のように改正する。 

第9条第1項中「研究・財務戦略部」を「教学支援部」に改める。 

第39条中「研究・財務戦略部」を「教学支援部」に改める。 

(国立大学法人東京農工大学利益相反規程の一部改正) 

第68条 国立大学法人東京農工大学利益相反規程(平成16年4月7日16経教規程第66

号)の一部を次のように改正する。 

第3条中「研究・財務戦略部」を「教学支援部」に改める。 

第12条中「総務・経営企画部」を「総務部」に、「研究・財務戦略部」を「教学

支援部」に改める。 

(東京農工大学動物実験等に関する規程の一部改正) 

第69条 東京農工大学動物実験等に関する規程(平成19年4月1日19教規程第5号)

の一部を次のように改正する。 

第6条第6号中「研究・財務戦略部」を「教学支援部」に改める。 

第31条第1項中「研究・財務戦略部」を「教学支援部」に改める。 

(国立大学法人東京農工大学人を対象とする研究に関する倫理審査委員会細則の一部

改正) 

第70条 国立大学法人東京農工大学人を対象とする研究に関する倫理審査委員会細則

(平成30年東京農工大学細則第19号)の一部を次のように改正する。 

第4条第1項第5号中「研究・財務戦略部」を「教学支援部」に改める。 

第16条中「研究・財務戦略部」を「教学支援部」に改める。 

(国立大学法人東京農工大学研究推進委員会細則の一部改正) 

第71条 国立大学法人東京農工大学研究推進委員会細則(令和4年東京農工大学細則第

6号)の一部を次のように改正する。 
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第3条第1項第10号中「研究・財務戦略部長」を「教学支援部長」に改める。 

第9条中「研究・財務戦略部」を「教学支援部」に改める。 

(国立大学法人東京農工大学安全衛生管理規程の一部改正) 

第72条 国立大学法人東京農工大学安全衛生管理規程(平成16年4月7日16経教規程

第38号)の一部を次のように改正する。 

別表第2中 

「   

 

本部 事務局長 総務・経営企画部総務課

長 

グローバルイノベーション

研究院 

グローバルイノベーション研

究院長 

研究・財務戦略部研究支

援課長 
 

 

  」 

を 

「   

 
本部 事務局長 総務部総務課長 

グローバルイノベーション研

究院 

グローバルイノベーション研究

院長 

教学支援部研究支援

課長 
 

 

  」 

に、 

「   

 

グローバル教育院 グローバル教育院長 学務部学務課長 

図書館 図書館長 研究・財務戦略部研究支援

課長 

先端産学連携研究推進セン

ター 

先端産学連携研究推進セン

ター長 

研究・財務戦略部研究支援

課長 

保健管理センター 保健管理センター所長 学務部学務課長 

総合情報メディアセンター 総合情報メディアセンター

長 

総務・経営企画部総務課長 

学術研究支援総合センター 学術研究支援総合センター

長 

研究・財務戦略部研究支援

課長 
 

 

  」 

を 

「   

 

グローバル教育院 グローバル教育院長 教学支援部学務課長 

図書館 図書館長 教学支援部研究支援課

長 

先端産学連携研究推進センタ先端産学連携研究推進センタ 教学支援部研究支援課
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ー ー長 長 

保健管理センター 保健管理センター所長 教学支援部学務課長 

総合情報メディアセンター 総合情報メディアセンター長 総務部総務課長 

学術研究支援総合センター 学術研究支援総合センター長 教学支援部研究支援課

長 
 

  」 

に、 

「   

 環境安全管理センター 環境安全管理センター長 総務・経営企画部総務課長 
 

 

  」 

を 

「   

 環境安全管理センター 環境安全管理センター長 総務部総務課長 
 

 

  」 

に、 

「   

 卓越リーダー養成機構 卓越リーダー養成機構長 学務部学務課長 
 

 

  」 

を 

「   

 卓越リーダー養成機構 卓越リーダー養成機構長 教学支援部学務課長 
 

 

  」 

に改める。 

(国立大学法人東京農工大学自家用電気工作物保安規程の一部改正) 

第73条 国立大学法人東京農工大学自家用電気工作物保安規程(平成16年東京農工大

学教規程第70号)の一部を次のように改正する。 

別図第1の様式を次のように改める。 

[別紙参照11] 

(東京農工大学農学研究院・農学府・農学部における無人航空機の飛行に関する要項

の一部改正) 

第74条 東京農工大学農学研究院・農学府・農学部における無人航空機の飛行に関す

る要項(令和3年7月6日制定)の一部を次のように改正する。 

第7条第1項中「総務・経営企画部」を「総務部」に改める。 

(東京農工大学大学院グローバルイノベーション研究院運営規則の一部改正) 
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第75条 東京農工大学大学院グローバルイノベーション研究院運営規則(平成28年東

京農工大学グ規則第1号)の一部を次のように改正する。 

第14条中「研究・財務戦略部」を「教学支援部」に改める。 

(東京農工大学大学院グローバルイノベーション研究院テニュアトラック推進機構の

運営に関する要項の一部改正) 

第76条 東京農工大学大学院グローバルイノベーション研究院テニュアトラック推進

機構の運営に関する要項(平成28年4月1日)の一部を次のように改正する。 

第7条第4号中「研究・財務戦略部長」を「教学支援部長」に改める。 

第9条中「研究・財務戦略部」を「教学支援部」に改める。 

(東京農工大学大学院グローバルイノベーション研究院女性未来育成機構の運営に関

する要項の一部改正) 

第77条 東京農工大学大学院グローバルイノベーション研究院女性未来育成機構の運

営に関する要項(平成28年4月1日)の一部を次のように改正する。 

第9条第1項第4号中「研究・財務戦略部長」を「教学支援部長」に改める。 

第11条中「研究・財務戦略部」を「教学支援部」に改める。 

(東京農工大学大学院グローバルイノベーション研究院外部評価委員会要項の一部改

正) 

第78条 東京農工大学大学院グローバルイノベーション研究院外部評価委員会要項(平

成29年10月5日学長裁定)の一部を次のように改正する。 

第7条中「研究・財務戦略部」を「教学支援部」に改める。 

(東京農工大学工学府・工学部入学試験・企画委員会規程の一部改正) 

第79条 東京農工大学工学府・工学部入学試験・企画委員会規程(平成24年4月1日

24工規程第1号)の一部を次のように改正する。 

第9条中「学務部」を「教学支援部」に改める。 

(東京農工大学農学府・農学部入試制度等研究委員会規程の一部改正) 

第80条 東京農工大学農学府・農学部入試制度等研究委員会規程(平成16年4月1日

16農規程第3号)の一部を次のように改正する。 

第7条中「学務部」を「教学支援部」に改める。 

(東京農工大学農学府・農学部入学試験実施部会規程の一部改正) 

第81条 東京農工大学農学府・農学部入学試験実施部会規程(平成16年4月1日16農

規程第11号)の一部を次のように改正する。 

第5条中「学務部」を「教学支援部」に改める。 
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 (東京農工大学農学部国際インターンシップ研修生受入規程の一部改正) 

第82条 東京農工大学農学部国際インターンシップ研修生受入規程(平成23年7月13

日23農規程第11号)の一部を次のように改正する。 

第3条第3項中「学務部」を「教学支援部学務課」に改める。 

(東京農工大学府中地区スペースチャージ実施基準の一部改正) 

第83条 東京農工大学府中地区スペースチャージ実施基準(平成29年7月4日)の一部

を次のように改正する。 

第4条第7号中「学務部」を「教学支援部」に改める。 

(東京農工大学グローバル教育院運営規則の一部改正) 

第84条 東京農工大学グローバル教育院運営規則(平成30年東京農工大学グ教規則第

1号)の一部を次のように改正する。 

第10条中「学務部」を「教学支援部」に改める。 

(東京農工大学図書館運営規則の一部改正) 

第85条 東京農工大学図書館運営規則(平成16年4月7日16図経教規則第1号)の一

部を次のように改正する。 

第6条第1項第7号中「研究・財務戦略部」を「教学支援部」に改める。 

(国立大学法人東京農工大学先端産学連携研究推進センター運営規則の一部改正) 

第86条 国立大学法人東京農工大学先端産学連携研究推進センター運営規則(平成25

年4月1日 25産規則第1号)の一部を次のように改正する。 

第13条第1項第9号中「研究・財務戦略部長」を「教学支援部長」に改め、同項

第10号中「研究・財務戦略部」を「教学支援部」に改める。 

第15条中「研究・財務戦略部」を「教学支援部」に改める。 

(東京農工大学先端産学連携研究推進センター若手共同研究発展ファンド要項の一部

改正) 

第87条 東京農工大学先端産学連携研究推進センター若手共同研究発展ファンド要項

(平成21年11月30日)の一部を次のように改正する。 

第4条第3項各号列記以外の部分中「研究・財務戦略部」を「教学支援部」に改め

る。 

(国立大学法人東京農工大学先端産学連携研究推進センターインキュベーション施設

利用要項の一部改正) 

第88条 国立大学法人東京農工大学先端産学連携研究推進センターインキュベーショ

ン施設利用要項(平成25年5月14日)の一部を次のように改正する。 

第8条第4項中「研究・財務戦略部」を「教学支援部」に改める。 

(東京農工大学保健管理センター運営規則の一部改正) 

第89条 東京農工大学保健管理センター運営規則(平成16年4月7日16保経教規則第

1号)の一部を次のように改正する。 

第11条第6号中「学務部長」を「教学支援部長」に改め、同条第7号中「総務・

経営企画部長」を「総務部長」に改める。 

第14条中「学務部」を「教学支援部」に改める。 

(東京農工大学保健管理センター特別修学支援室要項の一部改正) 

第90条 東京農工大学保健管理センター特別修学支援室要項(平成30年4月1日)の一

部を次のように改正する。 
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第7条第2項第6号中「学務部長」を「教学支援部長」に改め、同項第7号中「学

務部」を「教学支援部」に改め、同項第8号中「学務部」を「教学支援部」に改める。 

第8条中「学務部」を「教学支援部」に改める。 

(東京農工大学総合情報メディアセンター運営規則の一部改正) 

第91条 東京農工大学総合情報メディアセンター運営規則(平成16年4月7日16情経

教規則第1号)の一部を次のように改正する。 

第6条第1項第6号中「総務・経営企画部」を「総務部」に改める。 

第9条中「総務・経営企画部」を「総務部」に改める。 

(東京農工大学学術研究支援総合センター運営規則の一部改正) 

第92条 東京農工大学学術研究支援総合センター運営規則(平成20年4月1日20術規

則第1号)の一部を次のように改正する。 

第8条第1項第9号中「研究・財務戦略部長」を「教学支援部長」に改める。 

第14条中「研究・財務戦略部」を「教学支援部」に改める。 

第15条第1号中「財務・研究戦略部」を「経営部」に改める。 

(東京農工大学学術研究支援総合センター遺伝子実験施設運営規程の一部改正) 

第93条 東京農工大学学術研究支援総合センター遺伝子実験施設運営規程(平成25年

1月22日25術規程第1号)の一部を次のように改正する。 

第5条第7号中「研究・財務戦略部」を「教学支援部」に改める。 

第7条中「研究・財務戦略部」を「教学支援部」に改める。 

(東京農工大学学術研究支援総合センター機器分析施設運営規程の一部改正) 

第94条 東京農工大学学術研究支援総合センター機器分析施設運営規程(平成25年東

京農工大学術規程第3号)の一部を次のように改正する。 

第5条第1項第6号中「研究・財務戦略部」を「教学支援部」に改める。 

第8条中「研究・財務戦略部」を「教学支援部」に改める。 

(国立大学法人東京農工大学環境安全管理センター運営規則の一部改正) 

第95条 国立大学法人東京農工大学環境安全管理センター運営規則(平成20年11月1

日20環規則第1号)の一部を次のように改正する。 

第11条第1項第9号中「研究・財務戦略部長」を「経営部長」に改め、同項第10

号中「総務・経営企画部長」を「総務部長」に改める。 

第 13 条中「学務部」を「教学支援部」に、「研究・財務戦略部」を「経営部」に、

「総務・経営企画部」を「総務部」に改める。 

(東京農工大学未来価値創造研究教育特区運営規則の一部改正) 

第96条 東京農工大学未来価値創造研究教育特区運営規則(令和3年東京農工大学未規

則第1号)の一部を次のように改正する。 

第12条中「学務部」を「教学支援部」に改める。 

(東京農工大学未来価値創造研究教育特区型JIRITSU(自立)フェローシップ制度実施要

項の一部改正) 

第97条 東京農工大学未来価値創造研究教育特区型JIRITSU(自立)フェローシップ制度

実施要項(令和3年4月5日)の一部を次のように改正する。 

第13条中「学務部」を「教学支援部」に改める。 

(東京農工大学卓越リーダー養成機構の運営に関する規程の一部改正) 

42



第98条 東京農工大学卓越リーダー養成機構の運営に関する規程(平成31年東京農工

大学卓規程第1号)の一部を次のように改正する。 

第7条第1項第5号中「学務部長」を「教学支援部長」に改める。 

第17条中「学務部」を「教学支援部」に改める。 

(東京農工大学スマートコアファシリティー推進機構運営規則の一部改正) 

第99条 東京農工大学スマートコアファシリティー推進機構運営規則(令和3年10月

13日ス規則第1号)の一部を次のように改正する。 

第7条第1項第7号中「研究・財務戦略部長」を「教学支援部長」に改める。 

第14条中「得て」の次に「教学支援部」を加える。 

(東京農工大学ディープテック産業開発機構運営規則の一部改正) 

第100条 東京農工大学ディープテック産業開発機構運営規則(令和4年東京農工大学

デ規則第1号)の一部を次のように改正する。 

第10条第1項第4号中「研究・財務戦略部長」を「教学支援部長」に改める。 

第12条中「研究・財務戦略部」を「教学支援部」に改める。 

(東京農工大学西東京三大学共同サステイナビリティ国際社会実装研究センター運営

規則の一部改正) 

第101条 東京農工大学西東京三大学共同サステイナビリティ国際社会実装研究センタ

ー運営規則(令和4年東京農工大学三規則第1号)の一部を次のように改正する。 

第10条第1項第4号中「学務部長」を「教学支援部長」に改める。 

第12条中「学務部」を「教学支援部」に改める。 

(国立大学法人東京農工大学事務組織要項の一部改正) 

第102条 国立大学法人東京農工大学事務組織要項(平成24年4月1日制定)の一部を

次のように改正する。 

第4条第1項中「学務部」を「教学支援部」に改め、同条第2項中「学務部」を

「教学支援部」に改め、同条第3項中「学務部」を「教学支援部」に改める。 

第6条中「学務部」を「教学支援部」に改める。 

第8条の見出し中「研究・財務戦略部」を「教学支援部」に改め、同条第1項中

「研究・財務戦略部」を「教学支援部」に改め、同条第2項中「研究・財務戦略部」

を「教学支援部」に改め、同条第3項中「研究・財務戦略部」を「教学支援部」に改

め、同条第4項中「研究・財務戦略部」を「教学支援部」に改め、同条第5項中「研

究・財務戦略部」を「教学支援部」に改める。 

第9条中「研究・財務戦略部」を「経営部」に改める。 

第10条中「研究・財務戦略部」を「経営部」に改める。 

第11条第1項中「総務・経営企画部」を「総務部」に改め、同条第2項中「総

務・経営企画部」を「総務部」に改め、同条第3項中「総務・経営企画部」を「総務

部」に改める。 

第12条中「総務・経営企画部」を「総務部」に改める。 

第13条中「総務・経営企画部」を「総務部」に改める。 

(国立大学法人東京農工大学文書処理要項の一部改正) 

第103条 国立大学法人東京農工大学文書処理要項(平成17年12月28日制定)の一部

を次のように改正する。 
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第2条第3号中「総務・経営企画部」を「総務部」に、「研究・財務戦略部」を

「教学支援部」に改める。 

第5条第1号中「学務部」を「教学支援部」に、「研究・財務戦略部研究支援課」

を「教学支援部研究支援課」に、「研究・財務戦略部財務課」を「経営部財務課」に、

「研究・財務戦略部施設整備課」を「経営部施設整備課」に、「総務・経営企画部」

を「総務部」に、「研究・財務戦略部研究支援課長」を「教学支援部研究支援課長」

に改め、同条第2号中「研究・財務戦略部」を「教学支援部」に改め、同条第3号中

「研究・財務戦略部」を「教学支援部」に改め、同条第5号中「研究・財務戦略部」

を「教学支援部」に改める。 

第13条中「総務・経営企画部」を「総務部」に改める。 

別表第1中 

「   

 

農

工

大

学 

学務部学務課、グローバル教育院、未来価値創造研究教育特区及び西東京三大

学共同サステイナビリティ国際社会実装研究センターの所掌に関する文書 

農

工

大

入 

学務部入試企画課の所掌に関する文書 

農

工

大

研 

研究・財務戦略部研究支援課(図書館に関する文書を除く。)、グローバルイノ

ベーション研究院、先端産学連携研究推進センター、学術研究支援総合センタ

ー、ディープテック産業開発機構及びスマートコアファシリティー推進機構の

所掌に関する文書 

農

工

大

財 

研究・財務戦略部財務課の所掌に関する文書 

農

工

大

施 

研究・財務戦略部施設整備課の所掌に関する文書 

農

工

大

総 

総務・経営企画部総務課(情報化推進室及び環境安全管理室を除く。)及び総合

情報メディアセンターの所掌に関する文書 

農

工

大

情 

総務・経営企画部総務課情報化推進室及び総合情報メディアセンターの所掌に

関する文書 

農

工

大

企 

総務・経営企画部企画課の所掌に関する文書 
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農

工

大

人 

総務・経営企画部人事課の所掌に関する文書(共済組合に関する文書を除く。) 

 

  」 

を 

「   

 

農

工

大

学 

教学支援部学務課、グローバル教育院、未来価値創造研究教育特区及び西東京

三大学共同サステイナビリティ国際社会実装研究センターの所掌に関する文書 

農

工

大

入 

教学支援部入試企画課の所掌に関する文書 

農

工

大

研 

教学支援部研究支援課(図書館に関する文書を除く。)、グローバルイノベーシ

ョン研究院、先端産学連携研究推進センター、学術研究支援総合センター、デ

ィープテック産業開発機構及びスマートコアファシリティー推進機構の所掌に

関する文書 

農

工

大

財 

経営部財務課の所掌に関する文書 

農

工

大

施 

経営部施設整備課の所掌に関する文書 

農

工

大

総 

総務部総務課(情報化推進室及び環境安全管理室を除く。)及び総合情報メディ

アセンターの所掌に関する文書 

農

工

大

情 

総務部総務課情報化推進室及び総合情報メディアセンターの所掌に関する文書 

農

工

大

企 

総務部企画課の所掌に関する文書 

農

工

大

人 

総務部人事課の所掌に関する文書(共済組合に関する文書を除く。) 

 

 

  」 
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に、 

「   

 農工大

環 

環境安全管理センター及び総務・経営企画部総務課環境安全管理室の所掌

に関する文書 
 

 

  」 

を 

「   

 農工大

環 

環境安全管理センター及び総務部総務課環境安全管理室の所掌に関する文

書 
 

 

  」 

に改める。 

(国立大学法人東京農工大学文書決裁要項の一部改正) 

第104条 国立大学法人東京農工大学文書決裁要項(平成18年3月28日制定)の一部を

次のように改正する。 

第9条中「総務・経営企画部」を「総務部」に改める。 

別表2中 

「   

 1 法人印の作成、改刻及び廃止に関するもの 学長 理事（統括・経営担当） 
 

 

  」 

を 

「   

 1 法人印の作成、改刻及び廃止に関するもの 学長 事務局長 
 

 

  」 

に、 

「   

 1 任免・給与・労務・福利厚生・共済組合（教育職員

の異動、栄典及び表彰を除く。） 

学長又は

支部長 

理事（統括・経

営担当） 
 

 

  」 

を 

「   

 1 任免・給与・労務・福利厚生・共済組合（教育職員の異動、

栄典及び表彰を除く。） 

学長又は支

部長 

事務局

長 
 

 

  」 

に改める。 

別表3中 

「   

 

グローバル教育院長 学務部学務課長 

図書館長 研究・財務戦略部研究支援課長 

先端産学連携研究推進センター長 研究・財務戦略部研究支援課長 

保健管理センター長 学務部学務課長 

総合情報メディアセンター長 総務・経営企画部総務課長 
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学術研究支援総合センター長 研究・財務戦略部研究支援課長 
 

  」 

を 

「   

 

グローバル教育院長 教学支援部学務課長 

図書館長 教学支援部研究支援課長 

先端産学連携研究推進センター長 教学支援部研究支援課長 

保健管理センター長 教学支援部学務課長 

総合情報メディアセンター長 総務部総務課長 

学術研究支援総合センター長 教学支援部研究支援課長 
 

 

  」 

に、 

「   

 環境安全管理センター長 総務・経営企画部総務課長 
 

 

  」 

を 

「   

 環境安全管理センター長 総務部総務課長 
 

 

  」 

に、 

「   

 

未来価値創造研究教育特区長 学務部学務課長 

ディープテック産業開発機構長 
研究・財務戦略部研究支援

課長 

西東京三大学共同サステイナビリティ国際社会実装研究

センター長 
学務部学務課長 

スマートコアファシリティー推進機構 
研究・財務戦略部研究支援

課長 

卓越リーダー養成機構長 学務部学務課長 

グローバルイノベーション研究院女性未来育成機構長 研究・財務戦略部研究支援

課長 

グローバルイノベーション研究院テニュアトラック推進

機構長 

研究・財務戦略部研究支援

課長 
 

 

  」 

を 

「   

 

未来価値創造研究教育特区長 教学支援部学務課長 

ディープテック産業開発機構長 
教学支援部研究支援課

長 

西東京三大学共同サステイナビリティ国際社会実装研究セン

ター長 
教学支援部学務課長 

スマートコアファシリティー推進機構 教学支援部研究支援課
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長 

卓越リーダー養成機構長 教学支援部学務課長 

グローバルイノベーション研究院女性未来育成機構長 教学支援部研究支援課

長 

グローバルイノベーション研究院テニュアトラック推進機構

長 

教学支援部研究支援課

長 
 

  」 

に改める。 

(国立大学法人東京農工大学感謝状贈呈要項の一部改正) 

第105条 国立大学法人東京農工大学感謝状贈呈要項(平成27年2月1日)の一部を次

のように改正する。 

第5条中「総務・経営企画部」を「総務部」に改める。 

(国立大学法人東京農工大学登録証等の発行及び利用に関する要項の一部改正) 

第106条 国立大学法人東京農工大学登録証等の発行及び利用に関する要項(平成28年

10月1日)の一部を次のように改正する。 

第5条第8項中「研究・財務戦略部」を「教学支援部」に改める。 

第14条中「総務・経営企画部」を「総務部」に改める。 

別表2の様式を次のように改める。 

登録証等にかかる個人認証に必要な情報 

[別紙参照12] 

(国立大学法人東京農工大学部局長の任命手続に関する要項の一部改正) 

第107条 国立大学法人東京農工大学部局長の任命手続に関する要項(平成28年11月1

0日)の一部を次のように改正する。 

第4条中「総務・経営企画部」を「総務部」に改める。 

(東京農工大学客員研究者等受入要項の一部改正) 

第108条 東京農工大学客員研究者等受入要項(平成28年10月1日)の一部を次のよう

に改正する。 

第10条中「総務・経営企画部」を「総務部」に改める。 

別表中 

「   

 3 

ナショナル

プロジェク

ト研究員 

部局長等が、独立行政法人等の職員を本学におけるナ

ショナルプロジェクトに従事する者として受入れた者

のうち、1及び2の区分に該当しない者 

財務・研究

戦略部研究

支援課 
 

 

  」 

を 

「   

 3 

ナショナル

プロジェク

ト研究員 

部局長等が、独立行政法人等の職員を本学におけるナショ

ナルプロジェクトに従事する者として受入れた者のうち、

1及び2の区分に該当しない者 

教学支援

部研究支

援課 
 

 

  」 

に改める。 
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 (国立大学法人東京農工大学起案文書取扱要領の一部改正) 

第109条 国立大学法人東京農工大学起案文書取扱要領(平成29年12月1日)の一部を次

のように改正する。 

本則第4項中「総務・経営企画部」を「総務部」に改める。 

(国立大学法人東京農工大学全学事務協議会要項の一部改正) 

第110条 国立大学法人東京農工大学全学事務協議会要項(令和3年4月8日学長裁定)の

一部を次のように改正する。 

第6条中「総務・経営企画部」を「総務部」に改める。 

(国立大学法人東京農工大学ウェブサイト管理・運用要項の一部改正) 

第111条 国立大学法人東京農工大学ウェブサイト管理・運用要項(平成28年11月1日)

の一部を次のように改正する。 

第4条第3項中「総務・経営企画部」を「総務部」に改める。 

第5条第1項第3号中「総務・経営企画部」を「総務部」に改める。 

第7条第2項各号列記以外の部分中「総務・経営企画部」を「総務部」に改める。 

(障害を理由とする差別の解消の推進に関する役職員対応要領の一部改正) 

第112条 障害を理由とする差別の解消の推進に関する役職員対応要領(平成28年4月1

日学長決裁)の一部を次のように改正する。 

第8条第1項第6号中「総務・経営企画部」を「総務部」に改める。 

(国立大学法人東京農工大学職員勤務時間管理事務処理要項の一部改正) 

第113条 国立大学法人東京農工大学職員勤務時間管理事務処理要項(平成16年12月1

日)の一部を次のように改正する。 

第2条第2項第1号中「学務部」を「教学支援部」に、「研究・財務戦略部」を「経

営部」に、「総務・経営企画部」を「総務部」に改める。 

第5条中「総務・経営企画部」を「総務部」に改める。 

第6条第1項中「総務・経営企画部」を「総務部」に改め、同条第2項中「総務・経

営企画部」を「総務部」に改める。 

別表の様式を次のように改める。 

様式 

[別紙参照13] 

(国立大学法人東京農工大学における公的機関からの受託事業等の資金交付前使用に係

る立替えに関する要項の一部改正) 

第114条 国立大学法人東京農工大学における公的機関からの受託事業等の資金交付前使

用に係る立替えに関する要項(平成18年9月6日制定)の一部を次のように改正する。 

第6条中「研究・財務戦略部長」を「経営部長」に改める。 

第7条第1項中「研究・財務戦略部長」を「経営部長」に改め、同条第2項中「研

究・財務戦略部長」を「経営部長」に改める。 
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第11条中「研究・財務戦略部長」を「経営部長」に改める。 

別紙様式の様式を次のように改める。 

立替申込書 

[別紙参照14] 

(国立大学法人東京農工大学会計機関等権限委譲要項の一部改正) 

第115条 国立大学法人東京農工大学会計機関等権限委譲要項(平成16年4月1日制定)

の一部を次のように改正する。 

別表第3中 

「   

 

収入の内容の調査及び決定 会計規則 16－1 
学

長 

出納命

令役 

研究・財務戦略部

財務課長 

収納の命令 会計規則 16－2 
学

長 

出納命

令役 

研究・財務戦略部

財務課長 

支出の内容の調査及び決定なら

びに支払命令 
会計規則 22－1 

学

長 

出納命

令役 

研究・財務戦略部

財務課長 

前払いの支払命令 会計規則 26 
学

長 

出納命

令役 

研究・財務戦略部

財務課長 

仮払いの支払命令 会計規則 27 
学

長 

出納命

令役 

研究・財務戦略部

財務課長 

仕訳伝票の確定 
会計事務取

扱規程 
8 

学

長 

出納命

令役 

研究・財務戦略部

財務課長 

総勘定元帳の記帳 
会計事務取

扱規程 
8 

学

長 

出納命

令役 

研究・財務戦略部

財務課長 

予算差引簿の記帳 
会計事務取

扱規程 

9－2

－3 

学

長 

出納命

令役 

研究・財務戦略部

財務課長 

旅費に関する返納金及び追給金

の取扱 

旅費取扱規

程 
13 

学

長 

出納命

令役 

研究・財務戦略部

財務課長 
 

 

  」 

を 

「   

 

収入の内容の調査及び決定 会計規則 16－1 
学

長 

出納命令

役 

経営部財務

課長 

収納の命令 会計規則 16－2 
学

長 

出納命令

役 

経営部財務

課長 

支出の内容の調査及び決定ならび

に支払命令 
会計規則 22－1 

学

長 

出納命令

役 

経営部財務

課長 

前払いの支払命令 会計規則 26 
学

長 

出納命令

役 

経営部財務

課長 
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仮払いの支払命令 会計規則 27 
学

長 

出納命令

役 

経営部財務

課長 

仕訳伝票の確定 
会計事務取扱

規程 
8 

学

長 

出納命令

役 

経営部財務

課長 

総勘定元帳の記帳 
会計事務取扱

規程 
8 

学

長 

出納命令

役 

経営部財務

課長 

予算差引簿の記帳 
会計事務取扱

規程 

9－2

－3 

学

長 

出納命令

役 

経営部財務

課長 

旅費に関する返納金及び追給金の

取扱 
旅費取扱規程 13 

学

長 

出納命令

役 

経営部財務

課長 
 

  」 

に、 

「   

 

物品の取得措置の終了に関する財産管理

役への通知 

物品管理

規程 
10－2 

学

長 

契約

担当

役 

研究・財務戦略

部財務課長 

地区事務部事務

部長 

研究・財務戦略

部研究支援課長 

物品の修理に伴う財産管理役への通知 
物品管理

規程 
16－2 

学

長 

契約

担当

役 

研究・財務戦略

部財務課長 

地区事務部事務

部長 

研究・財務戦略

部研究支援課長 

50万円未満の物品又は図書の貸付に必要

な措置の実施及び財産管理役に対する通

知 

物品管理

規程 
20－4 

学

長 

契約

担当

役 

研究・財務戦略

部財務課長 

地区事務部事務

部長 

研究・財務戦略

部研究支援課長 

物品の借用に必要な措置の実施及び財産

管理役に対する通知 

物品管理

規程 
22－4 

学

長 

契約

担当

役 

研究・財務戦略

部財務課長 

地区事務部事務

部長 

研究・財務戦略

部研究支援課長 

物品又は図書の分類の決定及び資産台帳

の記入 

会計事務

取扱 

規程 

9－1 
学

長 

財産

管理

役 

研究・財務戦略

部財務課長 

地区事務部事務

部長 
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研究・財務戦略

部研究支援課長 

物品の管理に関する報告等を求める措置 
物品管理

規程 
9 

学

長 

財産

管理

役 

研究・財務戦略

部財務課長 

地区事務部事務

部長 

研究・財務戦略

部研究支援課長 

寄附による50万円未満の物品又は図書の

取得 

物品管理

規程 
11－1 

学

長 

財産

管理

役 

研究・財務戦略

部財務課長 

地区事務部事務

部長 

研究・財務戦略

部研究支援課長 

50万円未満の物品又は図書の不用決定 
物品管理

規程 
17 

学

長 

財産

管理

役 

研究・財務戦略

部財務課長 

地区事務部事務

部長 

研究・財務戦略

部研究支援課長 

50万円未満の物品又は図書の売払に必要

な措置の契約担当役等への請求 

物品管理

規程 
18－2 

学

長 

財産

管理

役 

研究・財務戦略

部財務課長 

地区事務部事務

部長 

研究・財務戦略

部研究支援課長 

50万円未満の物品又は図書の廃棄 
物品管理

規程 
18－3 

学

長 

財産

管理

役 

研究・財務戦略

部財務課長 

地区事務部事務

部長 

研究・財務戦略

部研究支援課長 

50万円未満の物品又は図書の無償貸付の

承認 

物品管理

規程 
19－3 

学

長 

財産

管理

役 

研究・財務戦略

部財務課長 

地区事務部事務

部長 

研究・財務戦略

部研究支援課長 

50万円未満の物品又は図書の貸付の承認

及び許可する書類の送付 

物品管理

規程 

20－12

0－2 

学

長 

財産

管理

役 

研究・財務戦略

部財務課長 

地区事務部事務
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部長 

研究・財務戦略

部研究支援課長 

50万円未満の物品又は図書の貸付に関す

る必要な措置の契約担当役に対する請求 

物品管理

規程 
20－3 

学

長 

財産

管理

役 

研究・財務戦略

部財務課長 

地区事務部事務

部長 

研究・財務戦略

部研究支援課長 

返還された50万円未満の物品又は図書の

調査確認 

物品管理

規程 
21 

学

長 

財産

管理

役 

研究・財務戦略

部財務課長 

地区事務部事務

部長 

研究・財務戦略

部研究支援課長 

50万円未満の物品又は図書の借用の承認 
物品管理

規程 
22－2 

学

長 

財産

管理

役 

研究・財務戦略

部財務課長 

地区事務部事務

部長 

研究・財務戦略

部研究支援課長 

50万円未満の物品又は図書の借用に関す

る必要な措置の契約担当役に対する請求 

物品管理

規程 
22－3 

学

長 

財産

管理

役 

研究・財務戦略

部財務課長 

地区事務部事務

部長 

研究・財務戦略

部研究支援課長 

50万円未満の物品又は図書の無償譲渡の

承認及び許可書の交付 

物品管理

規程 

23－2

及び3 

学

長 

財産

管理

役 

研究・財務戦略

部財務課長 

地区事務部事務

部長 

研究・財務戦略

部研究支援課長 

物品の無償譲渡に必要な措置の実施 
物品管理

規程 
23－4 

学

長 

財産

管理

役 

研究・財務戦略

部財務課長 

地区事務部事務

部長 

研究・財務戦略

部研究支援課長 

物品管理上、補助簿を備えることが必要

な場合の措置 

物品管理

規程 
25－2 

学

長 

財産

管理

研究・財務戦略

部財務課長 
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役 地区事務部事務

部長 

研究・財務戦略

部研究支援課長 

不動産の取得、売払い及び貸付に関する

契約担当役への必要な措置の請求 

不動産管

理規程 

6－2 

13－5 

16－2 

学

長 

財産

管理

役 

研究・財務戦略

部財務課長 

不動産の分類の決定及び資産台帳の記入 
不動産管

理規程 
9 

学

長 

財産

管理

役 

研究・財務戦略

部財務課長 

不動産を保存するため必要な措置 
不動産管

理規程 
10 

学

長 

財産

管理

役 

研究・財務戦略

部財務課長 

知的財産の取得、処分及び借用等に関す

る契約担当役への必要な措置の請求 

知的財産

管理規程 

6－2 

11－2 

12－1 

14－3 

16－2 

18－1 

学

長 

財産

管理

役 

研究・財務戦略

部研究支援課長 

知的財産完了に関する財産管理役への措

置の通知 

知的財産

管理規程 

7－1 

11－3 

14－4 

16－3 

18－2 

学

長 

財産

管理

役 

研究・財務戦略

部研究支援課長 

知的財産の受け入れ(寄附による受け入れ

を含む。)及び知的財産台帳への登録並び

に更新 

知的財産

管理規程 

7－2 

7－3 

学

長 

財産

管理

役 

研究・財務戦略

部研究支援課長 

50万円以上の知的財産の資産台帳への登

録及び更新 

知的財産

管理規程 
7－4 

学

長 

財産

管理

役 

研究・財務戦略

部財務課長 
 

  」 

を 

「   

 
物品の取得措置の終了に関する財産管理役

への通知 

物品管理

規程 
10－2 

学

長 

契約

担当

役 

経営部財務

課長 

地区事務部

事務部長 

教学支援部

研究支援課

長 

物品の修理に伴う財産管理役への通知 物品管理 16－2 学 契約 経営部財務
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規程 長 担当

役 

課長 

地区事務部

事務部長 

教学支援部

研究支援課

長 

50万円未満の物品又は図書の貸付に必要な

措置の実施及び財産管理役に対する通知 

物品管理

規程 
20－4 

学

長 

契約

担当

役 

経営部財務

課長 

地区事務部

事務部長 

教学支援部

研究支援課

長 

物品の借用に必要な措置の実施及び財産管

理役に対する通知 

物品管理

規程 
22－4 

学

長 

契約

担当

役 

経営部財務

課長 

地区事務部

事務部長 

教学支援部

研究支援課

長 

物品又は図書の分類の決定及び資産台帳の

記入 

会計事務

取扱 

規程 

9－1 
学

長 

財産

管理

役 

経営部財務

課長 

地区事務部

事務部長 

教学支援部

研究支援課

長 

物品の管理に関する報告等を求める措置 
物品管理

規程 
9 

学

長 

財産

管理

役 

経営部財務

課長 

地区事務部

事務部長 

教学支援部

研究支援課

長 

寄附による50万円未満の物品又は図書の取

得 

物品管理

規程 
11－1 

学

長 

財産

管理

役 

経営部財務

課長 

地区事務部

事務部長 

教学支援部

研究支援課

長 

50万円未満の物品又は図書の不用決定 物品管理 17 学 財産 経営部財務
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規程 長 管理

役 

課長 

地区事務部

事務部長 

教学支援部

研究支援課

長 

50万円未満の物品又は図書の売払に必要な

措置の契約担当役等への請求 

物品管理

規程 
18－2 

学

長 

財産

管理

役 

経営部財務

課長 

地区事務部

事務部長 

教学支援部

研究支援課

長 

50万円未満の物品又は図書の廃棄 
物品管理

規程 
18－3 

学

長 

財産

管理

役 

経営部財務

課長 

地区事務部

事務部長 

教学支援部

研究支援課

長 

50万円未満の物品又は図書の無償貸付の承

認 

物品管理

規程 
19－3 

学

長 

財産

管理

役 

経営部財務

課長 

地区事務部

事務部長 

教学支援部

研究支援課

長 

50万円未満の物品又は図書の貸付の承認及

び許可する書類の送付 

物品管理

規程 

20－12

0－2 

学

長 

財産

管理

役 

経営部財務

課長 

地区事務部

事務部長 

教学支援部

研究支援課

長 

50万円未満の物品又は図書の貸付に関する

必要な措置の契約担当役に対する請求 

物品管理

規程 
20－3 

学

長 

財産

管理

役 

経営部財務

課長 

地区事務部

事務部長 

教学支援部

研究支援課

長 

返還された50万円未満の物品又は図書の調 物品管理 21 学 財産 経営部財務
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査確認 規程 長 管理

役 

課長 

地区事務部

事務部長 

教学支援部

研究支援課

長 

50万円未満の物品又は図書の借用の承認 
物品管理

規程 
22－2 

学

長 

財産

管理

役 

経営部財務

課長 

地区事務部

事務部長 

教学支援部

研究支援課

長 

50万円未満の物品又は図書の借用に関する

必要な措置の契約担当役に対する請求 

物品管理

規程 
22－3 

学

長 

財産

管理

役 

経営部財務

課長 

地区事務部

事務部長 

教学支援部

研究支援課

長 

50万円未満の物品又は図書の無償譲渡の承

認及び許可書の交付 

物品管理

規程 

23－2

及び3 

学

長 

財産

管理

役 

経営部財務

課長 

地区事務部

事務部長 

教学支援部

研究支援課

長 

物品の無償譲渡に必要な措置の実施 
物品管理

規程 
23－4 

学

長 

財産

管理

役 

経営部財務

課長 

地区事務部

事務部長 

教学支援部

研究支援課

長 

物品管理上、補助簿を備えることが必要な

場合の措置 

物品管理

規程 
25－2 

学

長 

財産

管理

役 

経営部財務

課長 

地区事務部

事務部長 

教学支援部

研究支援課

長 

不動産の取得、売払い及び貸付に関する契 不動産管 6－2 学 財産 経営部財務
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約担当役への必要な措置の請求 理規程 13－5 

16－2 

長 管理

役 

課長 

不動産の分類の決定及び資産台帳の記入 
不動産管

理規程 
9 

学

長 

財産

管理

役 

経営部財務

課長 

不動産を保存するため必要な措置 
不動産管

理規程 
10 

学

長 

財産

管理

役 

経営部財務

課長 

知的財産の取得、処分及び借用等に関する

契約担当役への必要な措置の請求 

知的財産

管理規程 

6－2 

11－2 

12－1 

14－3 

16－2 

18－1 

学

長 

財産

管理

役 

教学支援部

研究支援課

長 

知的財産完了に関する財産管理役への措置

の通知 

知的財産

管理規程 

7－1 

11－3 

14－4 

16－3 

18－2 

学

長 

財産

管理

役 

教学支援部

研究支援課

長 

知的財産の受け入れ(寄附による受け入れを

含む。)及び知的財産台帳への登録並びに更

新 

知的財産

管理規程 

7－2 

7－3 

学

長 

財産

管理

役 

教学支援部

研究支援課

長 

50万円以上の知的財産の資産台帳への登録

及び更新 

知的財産

管理規程 
7－4 

学

長 

財産

管理

役 

経営部財務

課長 
 

  」 

に改める。 

別表第4中 

「   

 予算実施計画額の示達 会計規則 11 学長 研究・財務戦略部長 

予算繰越の通知 会計規則 13－3 学長 研究・財務戦略部長 
 

 

  」 

を 

「   

 予算実施計画額の示達 会計規則 11 学長 経営部長 

予算繰越の通知 会計規則 13－3 学長 経営部長 
 

 

  」 

に、 

「   
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予算流用報告書の写し

の送付 

予算決算及び出納

事務取扱規程 

2－

3 

学

長 
研究・財務戦略部長 

予算繰越承認書の通知

及び写しの送付 

予算決算及び出納

事務取扱規程 

3－

2 

学

長 
研究・財務戦略部長 

資金前渡役の設置の決

定 

予算決算及び出納

事務取扱規程 

12

－1 

－3 

学

長 
研究・財務戦略部長 

旅費の調整 旅費取扱規程 45 
学

長 

研究・財務戦略部財務課長又は

地区事務部事務部長 
 

 

  」 

を 

「   

 

予算流用報告書の写しの

送付 

予算決算及び出納事

務取扱規程 

2－

3 

学

長 
経営部長 

予算繰越承認書の通知及

び写しの送付 

予算決算及び出納事

務取扱規程 

3－

2 

学

長 
経営部長 

資金前渡役の設置の決定 
予算決算及び出納事

務取扱規程 

12

－1 

－3 

学

長 
経営部長 

旅費の調整 旅費取扱規程 45 
学

長 

経営部財務課長又は地区事

務部事務部長 
 

 

  」 

に、 

「   

 

仕訳伝票及び証拠書類の整

理 

会計規

則 

7－

3 

出納命令

役 

研究・財務戦略部財務課出納係

長 

未収金に係る督促の実施 
会計規

則 
19 

出納命令

役 

研究・財務戦略部財務課出納係

長 
 

 

  」 

を 

「   

 仕訳伝票及び証拠書類の整理 会計規則 7－3 出納命令役 経営部財務課出納係長 

未収金に係る督促の実施 会計規則 19 出納命令役 経営部財務課出納係長 
 

 

  」 

に改める。 

(寄附金からの一部拠出金に関する取扱要項の一部改正) 

第116条 寄附金からの一部拠出金に関する取扱要項(平成17年12月26日 役員会承

認)の一部を次のように改正する。 
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第6条中「研究・財務戦略部」を「経営部」に改める。 

(国立大学法人東京農工大学債権管理事務取扱要項の一部改正) 

第117条 国立大学法人東京農工大学債権管理事務取扱要項(平成16年4月1日制定)の

一部を次のように改正する。 

別表第1中 

「   

 

債権

の種

類 

債務者又は事

由 
通知義務者 

通知事務担

当者 
通知の時期 

必要添付

書類 

備

考 

授業

料債

権 

新入生 

地区事務部事務部長(大

学院生物システム応用科

学府にあっては、小金井

地区事務部生物システム

応用科学府事務室長) 

担当係長又

は室長 
入学の日 

在学者名

簿 
  

  在学生 〃 〃 4月1日 〃   

  
留学生区分変

更 
〃 〃 

許可のあっ

たとき 
〃   

  
復学、再入

学、転入学等 
〃 〃 〃 

該当者名

簿 
  

  
退学(懲戒に

よるもの） 
〃 〃 

命令のあっ

たとき 

該当者名

簿 
  

  除籍 〃 〃 〃     

  

休学、卒業・

修了(学年の

途中で卒業・

修了した場

合) 

退学（懲戒に

よるものを除

く） 

〃 〃 
許可のあっ

たとき 

該当者名

簿 
  

 長期履修  〃  〃  〃  〃   

免除等 学務部学務課長 
学生支援係

長 
〃 

該当者名

簿 
  

入学

料債

権 

免除・徴収猶

予申請学部学

生、大学院生 

学務部学務課長 
学生支援係

長 

申請のあっ

たとき 

入学料免

除・徴収

猶予申請

者名簿 

  

免除・半額免

除許可、学部

学生、大学院

学務部学務課長 
学生支援係

長 

許可のあっ

たとき 

該当者名

簿 
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生 

除籍 

地区事務部事務部長(大

学院生物システム応用科

学府にあっては、小金井

地区事務部生物システム

応用科学府事務室長) 

担当係長又

は室長 

許可のあっ

たとき 

該当者名

簿 
  

不動

産売

払代

債権 

不動産売払 
研究・財務戦略部財務課

長 

決算総括係

長 

契約したと

き 

契約書及

び関係書

類 

  

物品

売払

代債

権 

物品売払 

研究・財務戦略部財務課

長 

地区事務部会計室長 

研究・財務戦略部研究支

援課長 

決算総括係

長 

契約係長 

図書館支援

室総務係長 

〃 〃   

知的

財産

売払

代債

権 

知的財産売払 
研究・財務戦略部研究支

援課長 

担当係長又

は室長(図書

館支援室長

を除く。) 

〃 〃   

農場

生産

物売

払代

債権 

農場生産物売

払 

府中地区事務部附属セン

ター事務室長 
業務係長 

契約したと

き又は額が

確定したと

き 

契約書又

は請書 

 

売立通知

書等の書

類 

  

演習

林生

産物

売払

代債

権 

演習林生産物

売払 
〃 〃 〃 

契約書又

は請書 
  

文献

複写

料債

権 

文献複写 
研究・財務戦略部研究支

援課長 

図書館支援

室総務係長 

契約(承諾)

したとき 

契約(承

諾)書 
  

職員

宿舎

使用

料債

権 

明渡猶予承認

者、損害賠償

金軽減承認者 

研究・財務戦略部財務課

長 

決算総括係

長 

明渡申請又

は損害賠償

金軽減申請

を承認した

とき 

承認書の

写 
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入居者(他機

関職員) 
毎月末日 

入居者名

簿 
  

貸与承認者 
貸与承認し

たとき 

承認書の

写 
  

寄宿

料債

権 

入寮者 

(楓、欅、

桜、檜寮） 

学務部学務課長 
学生生活係

長 

許可したと

き 

在寮者名

簿 
  

在寮者 

( 〃 ) 
4月1日 〃   

退寮者 

( 〃 ) 

許可したと

き 

該当者名

簿 
  

寄宿

料債

権 

入寮者 

(国際交流会

館留学生分) 

学務部学務課長 
学生生活係

長 

許可したと

き 

在寮者名

簿 
  

在寮者 

( 〃 ) 
4月1日 〃   

退寮者 

( 〃 ) 

許可したと

き 

該当者名

簿 
  

使用

料債

権 

入寮者 

(国際交流会

館研究者分) 

許可したと

き 

在寮者名

簿 
  

在寮者 

( 〃 ) 
4月1日 〃   

退寮者 

( 〃 ) 

許可したと

き 

該当者名

簿 
  

不動

産貸

付料

債権 

不動産の貸付

(新規) 
研究・財務戦略部財務課

長 

地区事務部会計室長 

決算総括係

長 

会計係長 

許可したと

き 

許可書の

写 
  

 〃(継続) 4月1日 〃   

物品

貸付

料債

権 

物品の貸付 

(新規) 

研究・財務戦略部財務課

長 

地区事務部会計室長 

研究・財務戦略部研究支

援課図書館支援室長 

決算総括係

長 

会計係長 

図書館支援

室総務係長 

許可したと

き 
〃   

 〃(継続) 4月1日 〃   

共同

利用

設備

利用

料債

権 

設備の貸付 

研究・財務戦略部研究支

援課長 

各地区事務部会計室長 

担当係長又

は室長 

許可したと

き 

利用実績

調書の写 
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知的

財産

権貸

付料

債権 

知的財産の貸

付(新規) 
研究・財務戦略部研究支

援課長 

担当係長又

は室長(図書

館支援室長

を除く。) 

許可したと

き 

許可書の

写 
  

 〃(継続) 4月1日 〃   

受託

研究

等債

権 

受託

事業

等債

権 

受託研究、共

同研究及び受

託事業等の契

約 

課長又は事務部長 

担当係長、

副課長又は

室長 

契約したと

き又は精算

額が確定し

たとき 

契約書   

受託

研究

等債

権 

受託

事業

等債

権 

私学研修員、

受託研究員等

の受入 

〃 〃 

許可したと

き又は精算

額が確定し

たとき 

許可書の

写 
  

補助

金等

債権 

補助金等の交

付 
〃 〃 

交付決定し

たとき又は

精算額が確

定したとき 

交付決定

通知書の

写 

  

公開

講座

等講

習料

債権 

公開講座の受

講者 

総務・経営企画部企画課

長 
広報係長 

受講を許可

したとき 

申込書の

写 
  

動物

診療

債権 

農学部附属動

物病院機構の

診療・検査 

府中地区事務部事務部長 

担当係長又

は附属セン

ター事務室

長 

請求書の発

行が必要な

とき 

請求書の

写 

治療費支

払確認書

の写 

  

病理

組織

検査

料債

権 

病理組織検査

の申込者 
府中地区事務部会計室長 担当係長 

請求書の発

行が必要な

とき 

請求書作

成依頼連

絡票の写 

  

雑益 上記以外の雑 各課長又は事務部長 担当係長、 発生したと発生理由   
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債権 益 副課長又は

室長 

き又は発生

を知ったと

き 

書 

返納

金債

権 

仮払金、前払

費用の精算に

伴う返納金 

各課長又は事務部長 

担当係長、

副課長又は

室長 

発生したと

き又は発生

を知ったと

き 

発生理由

書 
 

過払い、誤払

いに係る返納

金 

各課長又は事務部長 

担当係長、

副課長又は

室長 

発生したと

き又は発生

を知ったと

き 

発生理由

書 
  

立替

金債

権 

大学が立替払

いをした学外

者負担金 

各課長又は事務部長 

担当係長、

副課長又は

室長 

発生したと

き又は発生

を知ったと

き 

立替金額

計算書 
  

 

  」 

を 

「   

 

債権

の種

類 

債務者又は事

由 
通知義務者 

通知事務

担当者 
通知の時期 

必要添付

書類 

備

考 

授業

料債

権 

新入生 

地区事務部事務部長(大学

院生物システム応用科学

府にあっては、小金井地

区事務部生物システム応

用科学府事務室長) 

担当係長

又は室長 
入学の日 

在学者名

簿 
  

  在学生 〃 〃 4月1日 〃   

  
留学生区分変

更 
〃 〃 

許可のあっ

たとき 
〃   

  
復学、再入

学、転入学等 
〃 〃 〃 

該当者名

簿 
  

  
退学(懲戒によ

るもの） 
〃 〃 

命令のあっ

たとき 

該当者名

簿 
  

  除籍 〃 〃 〃     

  

休学、卒業・

修了(学年の途

中で卒業・修

了した場合) 

退学（懲戒に

よるものを除

〃 〃 
許可のあっ

たとき 

該当者名

簿 
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く） 

 長期履修  〃  〃  〃  〃   

免除等 教学支援部学務課長 
学生支援

係長 
〃 

該当者名

簿 
  

入学

料債

権 

免除・徴収猶

予申請学部学

生、大学院生 

教学支援部学務課長 
学生支援

係長 

申請のあっ

たとき 

入学料免

除・徴収

猶予申請

者名簿 

  

免除・半額免

除許可、学部

学生、大学院

生 

教学支援部学務課長 
学生支援

係長 

許可のあっ

たとき 

該当者名

簿 
  

除籍 

地区事務部事務部長(大学

院生物システム応用科学

府にあっては、小金井地

区事務部生物システム応

用科学府事務室長) 

担当係長

又は室長 

許可のあっ

たとき 

該当者名

簿 
  

不動

産売

払代

債権 

不動産売払 経営部財務課長 
決算総括

係長 

契約したと

き 

契約書及

び関係書

類 

  

物品

売払

代債

権 

物品売払 

経営部財務課長 

地区事務部会計室長 

教学支援部研究支援課長 

決算総括

係長 

契約係長 

図書館支

援室総務

係長 

〃 〃   

知的

財産

売払

代債

権 

知的財産売払 教学支援部研究支援課長 
担当係長

又は室長 
〃 〃   

農場

生産

物売

払代

債権 

農場生産物売

払 

府中地区事務部附属セン

ター事務室長 
業務係長 

契約したと

き又は額が

確定したと

き 

契約書又

は請書 

 

売立通知

書等の書

類 

  

演習

林生

産物

演習林生産物

売払 
〃 〃 〃 

契約書又

は請書 
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売払

代債

権 

文献

複写

料債

権 

文献複写 教学支援部研究支援課長 

図書館支

援室総務

係長 

契約(承諾)

したとき 

契約(承

諾)書 
  

職員

宿舎

使用

料債

権 

明渡猶予承認

者、損害賠償

金軽減承認者 

経営部財務課長 
決算総括

係長 

明渡申請又

は損害賠償

金軽減申請

を承認した

とき 

承認書の

写 
  

入居者(他機関

職員) 
毎月末日 

入居者名

簿 
  

貸与承認者 
貸与承認し

たとき 

承認書の

写 
  

寄宿

料債

権 

入寮者 

(楓、欅、桜、

檜寮） 

教学支援部学務課長 
学生生活

係長 

許可したと

き 

在寮者名

簿 
  

在寮者 

( 〃 ) 
4月1日 〃   

退寮者 

( 〃 ) 

許可したと

き 

該当者名

簿 
  

寄宿

料債

権 

入寮者 

(国際交流会館

留学生分) 

教学支援部学務課長 
学生生活

係長 

許可したと

き 

在寮者名

簿 
  

在寮者 

( 〃 ) 
4月1日 〃   

退寮者 

( 〃 ) 

許可したと

き 

該当者名

簿 
  

使用

料債

権 

入寮者 

(国際交流会館

研究者分) 

許可したと

き 

在寮者名

簿 
  

在寮者 

( 〃 ) 
4月1日 〃   

退寮者 

( 〃 ) 

許可したと

き 

該当者名

簿 
  

不動

産貸

付料

不動産の貸付

(新規) 
経営部財務課長 

地区事務部会計室長 

決算総括

係長 

会計係長 

許可したと

き 

許可書の

写 
  

 〃(継続) 4月1日 〃   

66



債権 

物品

貸付

料債

権 

物品の貸付 

(新規) 
経営部財務課長 

地区事務部会計室長 

教学支援部研究支援課長 

決算総括

係長 

会計係長 

図書館支

援室総務

係長 

許可したと

き 
〃   

 〃(継続) 4月1日 〃   

共同

利用

設備

利用

料債

権 

設備の貸付 
教学支援部研究支援課長 

各地区事務部会計室長 

担当係長

又は室長 

許可したと

き 

利用実績

調書の写 
  

知的

財産

権貸

付料

債権 

知的財産の貸

付(新規) 

教学支援部研究支援課長 
担当係長

又は室長 

許可したと

き 

許可書の

写 
  

 〃(継続) 4月1日 〃   

受託

研究

等債

権 

受託

事業

等債

権 

受託研究、共

同研究及び受

託事業等の契

約 

課長又は事務部長 

担当係

長、副課

長又は室

長 

契約したと

き又は精算

額が確定し

たとき 

契約書   

受託

研究

等債

権 

受託

事業

等債

権 

私学研修員、

受託研究員等

の受入 

〃 〃 

許可したと

き又は精算

額が確定し

たとき 

許可書の

写 
  

補助

金等

債権 

補助金等の交

付 
〃 〃 

交付決定し

たとき又は

精算額が確

定したとき 

交付決定

通知書の

写 

  

公開

講座

等講

公開講座の受

講者 
総務部企画課長 広報係長 

受講を許可

したとき 

申込書の

写 
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習料

債権 

動物

診療

債権 

農学部附属動

物病院機構の

診療・検査 

府中地区事務部事務部長 

担当係長

又は附属

センター

事務室長 

請求書の発

行が必要な

とき 

請求書の

写 

治療費支

払確認書

の写 

  

病理

組織

検査

料債

権 

病理組織検査

の申込者 
府中地区事務部会計室長 担当係長 

請求書の発

行が必要な

とき 

請求書作

成依頼連

絡票の写 

  

雑益

債権 

上記以外の雑

益 
各課長又は事務部長 

担当係

長、副課

長又は室

長 

発生したと

き又は発生

を知ったと

き 

発生理由

書 
  

返納

金債

権 

仮払金、前払

費用の精算に

伴う返納金 

各課長又は事務部長 

担当係

長、副課

長又は室

長 

発生したと

き又は発生

を知ったと

き 

発生理由

書 
 

過払い、誤払

いに係る返納

金 

各課長又は事務部長 

担当係

長、副課

長又は室

長 

発生したと

き又は発生

を知ったと

き 

発生理由

書 
  

立替

金債

権 

大学が立替払

いをした学外

者負担金 

各課長又は事務部長 

担当係

長、副課

長又は室

長 

発生したと

き又は発生

を知ったと

き 

立替金額

計算書 
  

 

  」 

に改める。 

(国立大学法人東京農工大学金庫管守要項の一部改正) 

第118条 国立大学法人東京農工大学金庫管守要項(平成16年4月1日制定)の一部を次

のように改正する。 

第8条中「研究・財務戦略部」を「経営部」に改める。 

別表第1中 

「   

 

研究・財務戦略部財務課 

出納役金庫1 

財務課 

財務課長 

財務課 

決算総括係長 

研究・財務戦略部財務課 

出納役金庫2 

財務課 

出納係長 

財務課 

決算総括係長 
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研究・財務戦略部研究支援課図書館支援室 

出納員金庫 

研究支援課 

図書館支援室総務係長 

研究支援課 

図書館支援室長 
 

  」 

を 

「   

 

経営部財務課 

出納役金庫1 

財務課 

財務課長 

財務課 

決算総括係長 

経営部財務課 

出納役金庫2 

財務課 

出納係長 

財務課 

決算総括係長 

教学支援部研究支援課図書館支援室 

出納員金庫 

研究支援課 

図書館支援室総務係長 

研究支援課 

図書館支援室長 
 

 

  」 

に改める。 

(国立大学法人東京農工大学旅費取扱規程等運用要項の一部改正) 

第119条 国立大学法人東京農工大学旅費取扱規程等運用要項(平成22年3月23日)の一

部を次のように改正する。 

第12条第13号中「研究・財務戦略部長」を「経営部長」に改める。 

(国立大学法人東京農工大学スペースの有効活用に関する要項の一部改正) 

第120条 国立大学法人東京農工大学スペースの有効活用に関する要項(平成28年5月23

日)の一部を次のように改正する。 

第7条中「研究・財務戦略部」を「経営部」に改める。 

(国立大学法人東京農工大学防火・防災管理要項の一部改正) 

第121条 国立大学法人東京農工大学防火・防災管理要項(平成17年12月22日制定)の

一部を次のように改正する。 

別表第2-2中 

「   

 
本部地区 

東京都府中市晴見町3

－8－1 

事務局

長 

研究・財務戦略部長又は事務局長が指

定する者 

府中幸町宿舎

地区 

東京都府中市幸町2-48

-1他 

事務局

長 
研究・財務戦略部財務課長 

 

 

  」 

を 

「   

 
本部地区 

東京都府中市晴見町3－8

－1 

事務局

長 

経営部長又は事務局長が指定す

る者 

府中幸町宿舎地

区 

東京都府中市幸町2-48-1

他 

事務局

長 
経営部財務課長 
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  」 

に改める。 

別表第4中 

「   

 

 
本部地区 府中地区 小金井地区 

自衛消防隊

長 
研究・財務戦略部財務課長  事務部長 事務部長 

自衛消防隊

長代理 

研究・財務戦略部財務課副課長

  
総務室長 総務室長 

初期消火班 (班長)研究・財務戦略部財務課

企画担当係長 

(班員)出納係、契約係 

(班長)会計室長 

(班員)会計室 

(班長)会計室

長 

(班員)会計室 

避難誘導班 
(班長)研究・財務戦略部財務課

予算総括係長 

(班員)予算総括係、決算総括係 

(班長)学生支援室長 

(班員)学生支援室 

(班長)学生支

援室長 

(班員)学生支

援室 

応急救護班 (班長)研究・財務戦略部研究支

援課副課長 

(班員)研究・財務戦略部研究支

援課 

(班長)付属センター

事務室長 

(班員)付属センター

事務室 

(班長)戦略企

画室長 

(班員)戦略企

画室 

通報連絡班 
(班長)監査室長 

(班員)監査室 

(班長)総務室長 

(班員)総務室 

(班長)総務室

長 

(班員)総務室 
 

 

  」 

を 

「   

 

 
本部地区 府中地区 小金井地区 

自衛消防隊長 経営部財務課長  事務部長 事務部長 

自衛消防隊長

代理 
経営部財務課副課長  総務室長 総務室長 

初期消火班 (班長)経営部財務課企画担

当係長 

(班員)出納係、契約係 

(班長)会計室長 

(班員)会計室 

(班長)会計室長 

(班員)会計室 

避難誘導班 (班長)経営部財務課予算総

括係長 

(班員)予算総括係、決算総

括係 

(班長)学生支援室長 

(班員)学生支援室 

(班長)学生支援

室長 

(班員)学生支援

室 

応急救護班 (班長)教学支援部研究支援

課副課長 

(班員)教学支援部研究支援

(班長)付属センター事

務室長 

(班員)付属センター事

(班長)戦略企画

室長 

(班員)戦略企画
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課 務室 室 

通報連絡班 (班長)監査室長 

(班員)監査室 

(班長)総務室長 

(班員)総務室 

(班長)総務室長 

(班員)総務室 
 

  」 

に改める。 

(国立大学法人東京農工大学危機管理基本要項の一部改正) 

第122条 国立大学法人東京農工大学危機管理基本要項(平成19年10月10日制定)の一

部を次のように改正する。 

第4項第2号の表中 

「   

 

《具体的対策》 

1)  職員は、危機の発生又は発生するおそれがあることを発見した場合には、所定

の連絡先に通報するとともに、必要な初期対応を行う。連絡を受けた総務・経営

企画部総務課長及び各地区事務部事務部長は、直ちにそれぞれ学長、環境安全を

担当する理事(以下「担当理事」という。)及び学府長等に連絡する。 

  

 学長は、危機の内容から、その危機管理について、対策本部又は所管部署のど

ちらで対応を行うか判断し、適切な管理体制の下で担当理事が危機管理に対応す

る。その対応に当たっては以下の点に留意する。 

  

ア  危機発生直後においては、担当理事又は学府長等は、学生及び職員等の安全

確保を最優先する。その際、二次災害が発生することのないよう十分留意す

る。 

  
イ  担当理事又は学府長等は危機発生時の混乱を防止するために、職員等に対し

て多様な手段により迅速かつ的確に情報提供を行う。 

  

ウ  報道機関への情報提供は、理事（企画・人事担当）及び総務・経営企画部企

画課が所管部署及び総務・経営企画部総務課長と密接な連絡を取りながら行

う。 

  

エ  所管部署は危機の内容により、緊急対策等の実施について警察署、消防署、

医療機関、文部科学省などの関係機関（以下「関係機関」という。）との連携

をとる。 

5)  危機発生の情報は一元化することとし、総務・経営企画部総務課長が担当す

る。 
 

 

  」 

を 

「   

 

《具体的対策》 

1)  職員は、危機の発生又は発生するおそれがあることを発見した場合には、所定

の連絡先に通報するとともに、必要な初期対応を行う。連絡を受けた総務部総務

課長及び各地区事務部事務部長は、直ちにそれぞれ学長、環境安全を担当する理

事(以下「担当理事」という。)及び学府長等に連絡する。 
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 学長は、危機の内容から、その危機管理について、対策本部又は所管部署のど

ちらで対応を行うか判断し、適切な管理体制の下で担当理事が危機管理に対応す

る。その対応に当たっては以下の点に留意する。 

  

ア  危機発生直後においては、担当理事又は学府長等は、学生及び職員等の安全

確保を最優先する。その際、二次災害が発生することのないよう十分留意す

る。 

  
イ  担当理事又は学府長等は危機発生時の混乱を防止するために、職員等に対し

て多様な手段により迅速かつ的確に情報提供を行う。 

  
ウ  報道機関への情報提供は、理事（企画・人事担当）及び総務部企画課が所管

部署及び総務部総務課長と密接な連絡を取りながら行う。 

  

エ  所管部署は危機の内容により、緊急対策等の実施について警察署、消防署、

医療機関、文部科学省などの関係機関（以下「関係機関」という。）との連携

をとる。 

5)  危機発生の情報は一元化することとし、総務部総務課長が担当する。 
 

  」 

に改める。 

(国立大学法人東京農工大学事故、事件、災害発生時における緊急連絡及び報告等に関

する要項の一部改正) 

第123条 国立大学法人東京農工大学事故、事件、災害発生時における緊急連絡及び報告

等に関する要項(平成21年2月24日制定)の一部を次のように改正する。 

別表(1)中 

「   

 

本部地区 ●総務・経営企画部総務課 

(内線)5501 

(直通)042-367-5501 

●守衛所 

(内線)3311 

(直通)042-364-3311 

(携帯)090-3060-5856 
 

 

  」 

を 

「   

 

本部地区 ●総務部総務課 

(内線)5501 

(直通)042-367-5501 

●守衛所 

(内線)3311 

(直通)042-364-3311 

(携帯)090-3060-5856 
 

 

  」 

に、 

「   

 
環境安全管理センター担当者 ●総務・経営企画部総務課長 

(総務・経営企画部総務課環境安全管理室長兼務) 

(内線)5501 
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(直通)042-367-5501 

●総務・経営企画部総務課環境安全管理室 

(内線)5933 

(直通)042-367-5933 
 

  」 

を 

「   

 

環境安全管理センター担当者 ●総務部総務課長 

(総務部総務課環境安全管理室長兼務) 

(内線)5501 

(直通)042-367-5501 

●総務部総務課環境安全管理室 

(内線)5933 

(直通)042-367-5933 

 

 

 

  」 

に改める。 

(東京農工大学外部資金等受入審査会要項の一部改正) 

第124条 東京農工大学外部資金等受入審査会要項(平成16年5月28日制定)の一部を次

のように改正する。 

第6条中「研究・財務戦略部」を「教学支援部」に改める。 

(東京農工大学間接経費・管理的経費取扱要項の一部改正) 

第125条 東京農工大学間接経費・管理的経費取扱要項(平成28年4月1日制定)の一部

を次のように改正する。 

第7条中「研究・財務戦略部研究支援課」を「教学支援部研究支援課」に、「研究・

財務戦略部財務課」を「経営部財務課」に改める。 

(東京農工大学出願補償・実施収入補償・成果有体物提供奨励研究費・調製経費に関す

る手続要項の一部改正) 

第126条 東京農工大学出願補償・実施収入補償・成果有体物提供奨励研究費・調製経費

に関する手続要項(平成16年4月1日制定)の一部を次のように改正する。 

第3条第6項中「研究・財務戦略部」を「教学支援部」に改める。 

(東京農工大学研究奨励金「JIRITSU(自立)」制度実施要項の一部改正) 

第127条 東京農工大学研究奨励金「JIRITSU(自立)」制度実施要項(平成20年3月10日

制定)の一部を次のように改正する。 

第15条ただし書中「研究・財務戦略部」を「教学支援部」に改める。 

(東京農工大学檜寮の管理運営に関する要項の一部改正) 

第128条 東京農工大学檜寮の管理運営に関する要項(平成28年10月1日)の一部を次の

ように改正する。 
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第8条中「学務部長」を「教学支援部長」に改める。 

第10条中「学務部」を「教学支援部」に改める。 

(国立大学法人東京農工大学会議費支出基準の一部改正) 

第129条 国立大学法人東京農工大学会議費支出基準(平成13年4月1日(学長裁定))の

一部を次のように改正する。 

第9条中「研究・財務戦略部」を「経営部」に改める。 

(国立大学法人東京農工大学の生産物を原料として製造した酒類等を贈呈する場合の取

扱いについての一部改正) 

第130条 国立大学法人東京農工大学の生産物を原料として製造した酒類等を贈呈する場

合の取扱いについて(平成19年7月24日)の一部を次のように改正する。 

第4条第1号中「研究・財務戦略部」を「経営部」に改める。 

第8条中「研究・財務戦略部」を「経営部」に改める。 

(国立大学法人東京農工大学の運営交付金等に係る内規の一部改正) 

第131条 国立大学法人東京農工大学の運営交付金等に係る内規(平成18年6月26日)の

一部を次のように改正する。 

第8条中「研究・財務戦略部長」を「経営部長」に改める。 

(国立大学法人東京農工大学職員用独身寮整備事業により整備したレジデンス農工大の

入居者の選定等についての一部改正) 

第132条 国立大学法人東京農工大学職員用独身寮整備事業により整備したレジデンス農

工大の入居者の選定等について(平成27年3月20日)の一部を次のように改正する。 

第4条中「研究・財務戦略部」を「経営部」に改める。 

(国立大学法人東京農工大学の不動産を本学以外の者が使用する場合の取扱いについて

の一部改正) 

第133条 国立大学法人東京農工大学の不動産を本学以外の者が使用する場合の取扱いに

ついて(平成29年4月1日)の一部を次のように改正する。 

第9条中「研究・財務戦略部長」を「経営部長」に改める。 

(国立大学法人東京農工大学法人クレジットカード事務取扱要項の一部改正) 

第134条 国立大学法人東京農工大学法人クレジットカード事務取扱要項(平成30年10

月1日)の一部を次のように改正する。 

第4条第1項中「研究・財務戦略部長」を「経営部長」に改める。 

第5条第1項第1号中「研究・財務戦略部」を「経営部」に改める。 

第11条中「研究・財務戦略部長」を「経営部長」に改める。 

(複数の公的研究費の合算使用による共用設備の購入に関する取扱いの一部改正) 

第135条 複数の公的研究費の合算使用による共用設備の購入に関する取扱い(令和元年

8月19日(学長裁定))の一部を次のように改正する。 

第3条第2項中「研究・財務戦略部」を「教学支援部」に改める。 
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 (国立大学法人東京農工大学50周年記念ホール使用要項の一部改正) 

第136条 国立大学法人東京農工大学50周年記念ホール使用要項(平成29年6月5日)の

一部を次のように改正する。 

第2条第5号中「研究・財務戦略部長」を「経営部長」に改める。 

第3条第1項本文中「研究・財務戦略部」を「経営部」に改める。 

第7条中「研究・財務戦略部長」を「経営部長」に改める。 

(国立大学法人東京農工大学ストレスチェック実施要項の一部改正) 

第137条 国立大学法人東京農工大学ストレスチェック実施要項(平成28年7月1日学長

裁定)の一部を次のように改正する。 

第4条中「総務・経営企画部」を「総務部」に改める。 

第6条第1項中「総務・経営企画部」を「総務部」に改める。 

第26条第1項中「総務・経営企画部」を「総務部」に改める。 

第27条中「総務・経営企画部」を「総務部」に改める。 

第28条中「総務・経営企画部」を「総務部」に改める。 

第29条第1項中「総務・経営企画部」を「総務部」に改める。 

第30条中「総務・経営企画部」を「総務部」に改める。 

(国立大学法人東京農工大学職員奨励表彰要項の一部改正) 

第138条 国立大学法人東京農工大学職員奨励表彰要項(平成29年9月29日)の一部を次

のように改正する。 

第6条第1項第2号中「学務部長」を「教学支援部長」に改め、同項第3号中「研

究・財務戦略部長」を「経営部長」に改め、同項第4号中「総務・経営企画部長」を

「総務部長」に改める。 

(国立大学法人東京農工大学任期付教員の任期の定めのない教育職員とするための審査

に係る異議申立てに関する要項の一部改正) 

第139条 国立大学法人東京農工大学任期付教員の任期の定めのない教育職員とするため

の審査に係る異議申立てに関する要項(平成30年2月19日)の一部を次のように改正す

る。 

第4条中「総務・経営企画部」を「総務部」に改める。 

(国立大学法人東京農工大学全学人事計画委員会要項の一部改正) 

第140条 国立大学法人東京農工大学全学人事計画委員会要項(令和元年10月16日制定)

の一部を次のように改正する。 

第6条中「総務・経営企画部」を「総務部」に改める。 

(国立大学法人東京農工大学職員の心身の状態に関する情報の取扱要項の一部改正) 

第141条 国立大学法人東京農工大学職員の心身の状態に関する情報の取扱要項(令和元

年11月25日)の一部を次のように改正する。 

第12条中「総務・経営企画部」を「総務部」に改める。 
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別表1中 

「   

 (A)人事に関して直接の権限を持つ監督的地位

にある者 

学長、事務局長、総務・経営企画部

人事課長 

 

 

  」 

を 

「   

 (A)人事に関して直接の権限を持つ監督的地位にあ

る者 

学長、事務局長、総務部人事課

長 

 

 

  」 

に、 

「   

 (D)業務上、健康情報等を取り扱う必要のある者 総務・経営企画部人事課担当職員 

 

 

  」 

を 

「   

 (D)業務上、健康情報等を取り扱う必要のある者 総務部人事課担当職員 

 

 

  」 

に改める。 

(国立大学法人東京農工大学事務職員等昇給実施要領の一部改正) 

第142条 国立大学法人東京農工大学事務職員等昇給実施要領(平成18年12月8日学長

決裁)の一部を次のように改正する。 

別表3中 

「   

 

2 学務部長 
学務課及び入試企画課に所属する事務職員 

保健管理センターに所属する技術職員 

3 
研究・財務戦略部

長 

研究支援課、監査室、財務課及び施設整備課に所属する事務職

員 

4 
総務・経営企画部

長 
総務課、企画課及び人事課に所属する事務職員 
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  」 

を 

「   

 

2 教学支援部長 
学務課、入試企画課及び研究支援課に所属する事務職員 

保健管理センターに所属する技術職員 

3 経営部長 監査室、財務課及び施設整備課に所属する事務職員 

4 総務部長 総務課、企画課及び人事課に所属する事務職員 
 

 

  」 

に改める。 

(東京農工大学と海外の大学とのダブルディグリー協定に基づく授業料等の取扱いに関

する要項の一部改正) 

第143条 東京農工大学と海外の大学とのダブルディグリー協定に基づく授業料等の取扱

いに関する要項(平成28年11月21日)の一部を次のように改正する。 

第4条中「学務部」を「教学支援部」に改める。 

(学業等成績優秀者に対する授業料免除に関する要項の一部改正) 

第144条 学業等成績優秀者に対する授業料免除に関する要項(平成25年4月1日)の一

部を次のように改正する。 

第9条中「学務部」を「教学支援部」に改める。 

(学業等成績優秀者及び外国人留学生特待生に対する授業料免除に関する要項の一部改

正) 

第145条 学業等成績優秀者及び外国人留学生特待生に対する授業料免除に関する要項

(平成30年4月1日)の一部を次のように改正する。 

第9条中「学務部」を「教学支援部」に改める。 

(東京農工大学卒業生等に係る証明書発行事務取扱要項の一部改正) 

第146条 東京農工大学卒業生等に係る証明書発行事務取扱要項(平成31年4月1日)の

一部を次のように改正する。 

第6条中「学務部」を「教学支援部」に改める。 

(東京農工大学カリフォルニア大学デービス校ダブルディグリープログラム運営委員会

要項の一部改正) 

第147条 東京農工大学カリフォルニア大学デービス校ダブルディグリープログラム運営

委員会要項(令和2年6月4日)の一部を次のように改正する。 

第9条中「学務部」を「教学支援部」に改める。 

 (国立大学法人東京農工大学における企業情報掲載WEBページに関する要項の一部改

正) 
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第148条 国立大学法人東京農工大学における企業情報掲載WEBページに関する要項(令

和3年1月27日)の一部を次のように改正する。 

第2条第3号中「学務部」を「教学支援部」に改める。 

第12条中「学務部」を「教学支援部」に改める。 

(東京農工大学次世代研究者挑戦的研究プログラムフェローシップ制度実施要項の一部

改正) 

第149条 東京農工大学次世代研究者挑戦的研究プログラムフェローシップ制度実施要項

(令和3年9月22日)の一部を次のように改正する。 

第14条中「学務部」を「教学支援部」に改める。 

(東京農工大学プラスチック削減5Rキャンパス協議会設置要項の一部改正) 

第150条 東京農工大学プラスチック削減5Rキャンパス協議会設置要項(令和元年10月1

6日 教育研究評議会承認)の一部を次のように改正する。 

第3条第6号中「研究・財務戦略部長」を「教学支援部長」に改め、同条第7号中

「研究・財務戦略部」を「教学支援部」に改め、同条第8号中「総務・経営企画部」を

「総務部」に改め、同条第9号中「学務部」を「教学支援部」に改める。 

第6条中「研究・財務戦略部」を「教学支援部」に、「総務・経営企画部」を「総務

部」に改める。 

(防衛装備庁「安全保障技術研究推進制度」に係る外部資金等受入審査会審査要項の一

部改正) 

第151条 防衛装備庁「安全保障技術研究推進制度」に係る外部資金等受入審査会審査要

項(平成29年10月26日)の一部を次のように改正する。 

第4条中「研究・財務戦略部」を「教学支援部」に改める。 

(国立大学法人東京農工大学科学研究費補助金への応募資格に関する要項の一部改正) 

第152条 国立大学法人東京農工大学科学研究費補助金への応募資格に関する要項(平成

25年9月1日(学長裁定))の一部を次のように改正する。 

別表中 

「   

 ※ 非常勤講師及び学校医は、原則不可のため、研究・財務戦略部研究支援課に相

談すること。 
 

 

  」 

を 

「   

 ※ 非常勤講師及び学校医は、原則不可のため、教学支援部研究支援課に相談する

こと。 
 

 

  」 

に改める。 
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(国立大学法人東京農工大学における無人航空機の登録に関する要項の一部改正) 

第153条 国立大学法人東京農工大学における無人航空機の登録に関する要項(令和4年

2月21日)の一部を次のように改正する。 

第4条第3項中「研究・財務戦略部」を「教学支援部」に改める。 

第6条中「研究・財務戦略部」を「教学支援部」に改める。 

第12条中「研究・財務戦略部」を「教学支援部」に改める。 

(東京農工大学ABS管理要項の一部改正) 

第 154 条 東京農工大学 ABS 管理要項(令和 4 年 2 月 21 日)の一部を次のように改正する。 

第3条第1項中「研究・財務戦略部」を「教学支援部」に改める。 

 

附 則 

この規則は、令和5年1月1日から施行する。 
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〔別紙参照 1〕 
 

1 

別紙様式２（第８条関係） 

年  月  日 

 

法人印印影等印刷・出力承認申請書 

 

総務部総務課長  殿 

 

職 名 

 

 国立大学法人東京農工大学印章規程第８条第１項各号の規定に基づき、次のとおり法人

印の印影等を印刷等したいので、承認願います。 

 

法人印の名称（印影の文字）又は名義者名（自筆署名の場合） 

 

法人印の寸法 

原寸：    mm 平方    拡大又は縮小する場合の寸法：    mm 平方 

印影等を印刷等する文書名 

印影等を印刷等する文書枚数（目安） 

印刷等の開始日及び終了日 

※終了日が未定の場合は、印刷等を終了した時点で連絡すること 

 

 

 

  年  月  日 

 

法人印印影等印刷・出力承認書 

 

                殿 

 

                           総務部総務課長 

 

     年  月  日付けで申請のありました上記の件について、承認します。 

 



〔別紙参照2〕

【別表１】利用目的（教職員・その他)

総務・人事関係

（総務部人事課）

職
員
選
考

（
常
勤

）

職
員
選
考

（
非
常
勤

）

常
勤
職
員
の
任
用
上
の
管
理

非
常
勤
職
員
の
任
用
上
の
管
理

常
勤
・
非
常
勤
職
員
の
雇
用
保
険
管

理 非
常
勤
職
員
の
社
会
保
険
管
理

常
勤
職
員
の
兼
業
・
再
就
職
管
理

常
勤
・
非
常
勤
職
員
の
旧
姓
使
用
管

理 常
勤
・
非
常
勤
職
員
の
身
上
調
書
管

理 常
勤
・
非
常
勤
職
員
の
退
職
時
住
所

等
管
理

名
誉
教
授
へ
の
各
種
案
内

各
種
広
報
関
係

諸
手
当
認
定

給
与
支
給
管
理

採
用
・
給
与
決
定

源
泉
徴
収
票
の
発
行

給
与
支
払
報
告
書
の
発
行

給
与
計
算

法
定
控
除

給
与
振
込

長
期
組
合
員
資
格
取
得
届

組
合
員
証
の
発
行

貸
付
金
振
込

貸
付
金
額

、
貸
付
日
の
確
認

積
立
貯
金
金
額
の
確
認

貯
金
払
戻
し
金
額
の
確
認

社
会
保
険
事
務
所
へ
提
出

年
末
調
整

役
員
兼
業
承
認
関
係

育
児
休
業
関
係

倫
理
規
程
関
係

懲
戒
処
分
関
係

保
険
関
係
事
務

年
金
請
求

職
員
住
所
等
管
理

履歴書 ○ ○ ○ ○

写真 ○ ○ ○

卒業・修了証明書 ○ ○

学位取得証明書 ○ ○

在職証明書 ○ ○

研究従事内容調書 ○

住民票の写し ○ ○

登記されていないことの証明書 ○

住所届（住所変更届） ○ ○

雇用保険被保険者証 ○

年金手帳 ○

旧姓使用届 ○

戸籍謄本 ○

身上調書 ○

兼業許可申請書 ○

研究成果活用兼業承認申出書 ○

技術移転兼業承認申出書 ○

監査役兼業承認申出書 ○

自営兼業承認申請書 ○

自営兼業に係る状況報告書 ○

営利企業就職承認申請書 ○

就こうとする営利企業の地位の職務内容証明書 ○

国の機関と当該営利企業との関係を具体的に明
らかにする調書

○

離職前５年間に在職した職責と当該営利企業と
の職務上の関係を具体的に明らかにする調書

○

契約実績調書（依存度） ○

文部科学省との契約実績のうち本人が関与した
契約内訳

○

休職に係る診断書 ○

人事記録記載事項変更届 ○ ○

学歴・免許等取得届 ○ ○

研修修了届 ○ ○

退職時住所届 ○ ○

扶養親族届 ○ ○

住居届 ○ ○

賃貸借契約書 ○ ○

家賃支払い証明（振込明細） ○ ○

登記簿又は全部事項証明書 ○ ○

売買契約書 ○ ○

建設工事請負契約書 ○ ○

不動産引渡証明書 ○ ○

通勤届 ○ ○

定期券等の写し ○ ○

単身赴任届 ○ ○

住民票の写し ○ ○

扶養・住居・通勤現況届 ○

非常勤講師候補者履歴書 ○

給与所得者の扶養控除等申告書 ○ ○ ○ ○ ○

給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別
控除申告書

○ ○

給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書 ○ ○

直接本人から書面等により取得する個人情報

利用目的

（任用係）

（給与共済係）

（給与係）



〔別紙参照2〕

【別表１】利用目的（教職員・その他)

総務・人事関係

（総務部人事課）

職
員
選
考

（
常
勤

）

職
員
選
考

（
非
常
勤

）

常
勤
職
員
の
任
用
上
の
管
理

非
常
勤
職
員
の
任
用
上
の
管
理

常
勤
・
非
常
勤
職
員
の
雇
用
保
険
管

理 非
常
勤
職
員
の
社
会
保
険
管
理

常
勤
職
員
の
兼
業
・
再
就
職
管
理

常
勤
・
非
常
勤
職
員
の
旧
姓
使
用
管

理 常
勤
・
非
常
勤
職
員
の
身
上
調
書
管

理 常
勤
・
非
常
勤
職
員
の
退
職
時
住
所

等
管
理

名
誉
教
授
へ
の
各
種
案
内

各
種
広
報
関
係

諸
手
当
認
定

給
与
支
給
管
理

採
用
・
給
与
決
定

源
泉
徴
収
票
の
発
行

給
与
支
払
報
告
書
の
発
行

給
与
計
算

法
定
控
除

給
与
振
込

長
期
組
合
員
資
格
取
得
届

組
合
員
証
の
発
行

貸
付
金
振
込

貸
付
金
額

、
貸
付
日
の
確
認

積
立
貯
金
金
額
の
確
認

貯
金
払
戻
し
金
額
の
確
認

社
会
保
険
事
務
所
へ
提
出

年
末
調
整

役
員
兼
業
承
認
関
係

育
児
休
業
関
係

倫
理
規
程
関
係

懲
戒
処
分
関
係

保
険
関
係
事
務

年
金
請
求

職
員
住
所
等
管
理直接本人から書面等により取得する個人情報

利用目的

給与振込依頼書 ○

住民税特別徴収税額決定通知書 ○

被扶養者申告書 ○ ○

組合員資格取得届 ○

組合員証記載事項変更届 ○

国民年金第3号被保険者資格取得届 ○

共済貸付金申込書 ○

共済貸付金借用証書 ○

貯金加入申込書 ○

積立金変更申込書 ○

積立貯金払いもどし請求書 ○

財形貯蓄申込書 ○

財形貯蓄払出請求書 ○

財形貯蓄変更依頼書 ○

育児休業申出書 ○

育児休業対象児出生届 ○

養育状況変更届 ○

育児休業期間変更申出書 ○

部分休業申出書 ○

贈与等報告書 ○

利害関係者との飲食許可申請書 ○

利害関係者からの依頼により行う講演等承認申
請書

○

陳述請求書 ○

参考人要請書 ○

預金口座振替依頼書 ○

生命保険団体扱加入通知書 ○

グループ保険・団体傷害保険異動連絡届 ○

グループ・団体傷害・がん保険退職・出向等通知
書

○

所属機関異動通知書 ○

文部科学省団体傷害保険　加入申込書 ○

文部科学省グループ保険　加入申込書 ○

文部科学省がん保険契約希望書 ○

文部科学省グループ保険支払請求書 ○

住所（変更）届 ○

共済年金決定調書・改定請求書 ○

（職員係）



〔別紙参照3〕

【別表１】利用目的（教職員・その他)

総務・人事関係

（総務部総務課、総務部総務課環境安全管理室、教学支援部学務課、教学支援部学務課国際交流室）

勤
務
時
間
管
理

委
員
会
運
営

緊
急
時
の
連
絡

電
報
の
発
信

教
員

（
外
国
人
教
師

）
の
選
考

非
常
勤
職
員
の
雇
用

非
常
勤
職
員

（
一

ヶ
月
未
満

）
の
雇
用

非
常
勤
講
師

（
教
職
・
保
健
管
理
セ
ン

タ
ー

）
の
雇
用

旅
行
命
令

（
依
頼

）
の
発
令

賃
金
・
謝
金
・
旅
費
等
の
支
出

事
務
連
絡

出勤簿 ○

休暇簿 ○

旅行命令伺 ○

経営協議会学外委員略歴書 ○

訃報通知 ○

総
務
部
総
務
課

環
境
安
全
管
理
室

緊急時連絡網 ○

出勤簿 ○

休暇簿 ○

旅行命令書 ○

教育職員履歴及び教育研究業績一覧 ○

履歴書 ○ ○

非常勤職員　出勤表 ○

非常勤講師　履歴書及び研究業績リスト ○

復命書(出張報告書） ○

振込依頼書 ○

出勤簿 ○

休暇簿 ○

旅行命令伺 ○

履歴書 ○ ○

学外国際交流関係者住所録 ○

非常勤職員　出勤表 ○

振込依頼書 ○

利用目的

総
務
部
総
務
課

教
学
支
援
部
学
務
課

教
学
支
援
部
学
務
課

国
際
交
流
室

直接本人から書面等により取得する個人情報



〔別紙参照4〕

【別表１】利用目的（教職員・その他)

総務・人事関係

図書館（教学支援部研究支援課図書館支援室）

履歴書 ○

学歴証明書 ○

在職証明書 ○

住民票の写し ○

戸籍謄本 ○

在留カード(写) ○

特別永住者証明書(写) ○

資格外活動許可書（写） ○

パスポート（写） ○

住所届 ○

通勤届 ○

定期券（写） ○

住居届 ○

給与口座振込申出書 ○

預貯金通帳（写） ○ ○

組合員資格取得届 ○

被扶養者申告書 ○

記載事項変更申告書 ○

国民年金３号被保険者資格取得届 ○

共済貸付金申込書 ○

共済貸付金借用証書 ○

貯金加入申込書 ○

積立貯金払いもどし請求書 ○

給与所得者の扶養控除（異動）申告書 ○ ○

給与所得者の保険料控除申告書 ○

兼業手続依頼書 ○

兼業許可申請書 ○

一般定期健康診断対象外検査申込書 ○

VDT健康診断申込書 ○

人間ドック申込書 ○

診断結果報告書 ○

直接本人から書面等により取得する個人
情報

利用目的

非
常
勤
職
員
の
雇
用

手
当
の
支
給

勤
務
時
間
管
理

旅
行
命
令

（
依
頼

）
の
発
令

給
与
支
給
業
務

共
済
関
係
業
務

年
末
調
整
業
務

兼
業
の
申
請

研
修
の
承
認

賃
金
・
旅
費
等
の
支
出

健
康
診
断
業
務

非
常
勤
職
員

（
一

ヶ
月
未

満

）
の
雇
用



〔別紙参照5〕

【別表１】利用目的（教職員・その他)

会計関係

防
火
管
理
者
選
任

(

解
任

)

届
出
書

職
員
宿
舎
の
入
退
居

不
動
産
貸
付
処
理

危
険
物
保
安
監
督
者
選
任
・
解
任
届
出

勤
務
時
間
管
理

支
払
業
務

契
約
業
務

車
輌
入
構
登
録

学
歴
･
免
許
等
取
得
届

入
札
関
係

説
明
会

授
業
料
等
引
落

共
済
関
係
業
務

年
末
調
整

事
務
連
絡

素
材
売
払

謝
金
支
払
い
手
続
き

出勤簿 ○

休暇簿 ○

旅行命令伺 ○

口座振込依頼書 ○

外国送金調書 ○

納付金返還申出書 ○

委任状 ○

受領書 ○

預金口座振替依頼書 ○

宿舎貸与希望調書 ○

宿舎入替希望調書 ○

宿舎貸与申請書 ○

宿舎入居届 ○

宿舎明渡届 ○

宿舎（自動車の保管場所）貸与申
請書

○

自動車保管場所使用廃止届 ○

宿舎（自動車の保管場所）貸与申
請変更届出書

○

宿舎明渡猶予申請（承認）書 ○

宿舎損害賠償金軽減申請書 ○

宿舎居住証明申請書 ○

保管場所使用承諾証明書 ○

不動産一時使用貸付申請書 ○

防火管理者証(修了証) (写) ○

危険物取扱者免状（写） ○

宿舎名簿 ○

駐車場名簿 ○

宿舎貸与選考資料 ○

給与天引一覧 ○

宿舎貸与希望調書 ○

宿舎貸与申請書 ○

宿舎（自動車の保管場所）貸与申
請書

○

宿舎入居届 ○

宿舎明渡届 ○

物品請求書 ○

名刺 ○

利用目的

教
学
支
援
部
研
究
支
援
課
図
書

館
支
援
室

(

図
書
館

）

直接本人から書面等により取得する個人
情報

経
営
部
財
務
課



〔別紙参照6〕

【別表１】利用目的（教職員・その他)

研究支援・産学連携関係

（教学支援部研究支援課）

旅
費
精
算

勤
務
時
間
管
理

兼
業
手
続

異
動
管
理

委
嘱
手
続

通
知
・
連
絡
・
送
付

（
本
人
・
分
担
者

等

）

研
究
成
果
報
告
業
務

競
争
的
資
金
応
募
業
務

競
争
的
資
金
受
入
業
務

競
争
的
資
金
受
入
等
に
関
す
る
報
告
業

務

(

評
議
会
資
料
等

）

競
争
的
資
金
収
支
報
告
業
務

保
健
衛
生
管
理

証
明
書
発
行
業
務

知
的
財
産
管
理
業
務

一
覧

（
評
議
会

、
委
員
会
等
資
料

）

学
外
広
報
用

寄
付
金
管
理

R
e
a
D
研
究
者
情
報
管
理
・
整
備

教
職
員
活
動
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

旅費清算書 ○

出勤簿 ○

休暇簿 ○

履歴書 ○

学内・予算移替えについて（寄附金） ○ ○ ○ ○

学外・予算移換えについて（寄附金） ○ ○ ○ ○

兼業手続依頼書 ○ ○ ○

兼業許可依頼書 ○ ○ ○

銀行振込手続書 ○

科学研究費補助金計画調書 ○ ○ ○ ○

科学研究費補助金応募カード ○ ○ ○ ○

科学研究費補助金研究分担者承諾
書

○ ○

科学研究費補助金実績報告書（研究
実績報告書）

○ ○ ○ ○

科学研究費補助金実績報告書（収支
決算報告書）

○ ○ ○

科学研究費補助金成果報告書概要 ○

科学研究費補助金成果報告書 ○ ○

科学研究費補助金審査委員登録者
情報登録票

○ ○

科学研究費補助金交付申請書 ○ ○ ○ ○

科学研究費補助金交付請求書 ○ ○ ○ ○

交付申請の辞退届 ○ ○ ○ ○

交付申請の転出報告書 ○ ○ ○ ○ ○

科学研究費補助金研究代表者所属
機関変更届

○ ○ ○ ○

農工大－TRADIM共同研究の状況 ○ ○

共同研究申込書 ○ ○ ○ ○ ○

共同研究申請課題概要 ○ ○ ○ ○ ○

共同試験研究に係る支出報告・証明
書

○ ○ ○

直接本人から書面等により取得する
個人情報

利用目的
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【別表１】利用目的（教職員・その他)

その他（学術情報関係）

図書館(教学支援部研究支援課図書館支援室) 

購
入
物
品
等
の
支
払
業
務

資
産
管
理
業
務

電
報
の
発
信

図
書
館
利
用

監
視
カ
メ
ラ

学
内
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
利
用

公
開
講
座

図書注文票 ○

物品請求書（図書資料用） ○ 　

推薦図書リスト 　 ○

寄贈図書リスト ○

図書購入依頼リスト ○

発注リスト ○

図書資料返納書 ○

学位論文の全項複写・著作権許諾 ○

相互貸借申込書 ○

他大学紹介状発行簿 ○

図書館利用者カード再交付申請書 ○

図書館利用者カード申請書 ○

図書購入希望 ○

文献複写申込書 ○

リクエストカード ○

監視カメラ（映像データ） ○

電子メール利用申請書 ○

公開講座参加申込書 ○

学外者文献複写受付票 ○ ○

資料閲覧願 ○

資料閲覧願（学生証・職員証等による受付） ○

学外者文献複写申込書（来館用） ○ ○

参考調査依頼書（閲覧・貸借併用） ○

紹介状来館用 ○

直接本人から書面等により取得する個人情報

利用目的
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【別表１】利用目的（教職員・その他)

その他（学術情報関係）

（総合情報メディアセンター、総務部総務課情報化推進室）

研
究
者
情
報
管
理

統
合
基
盤
Ｄ
Ｂ

通
知
・
連
絡
・
送
付

パ
ソ
コ
ン
管
理

特
許
管
理
シ
ス
テ
ム

通
知
・
連
絡
･
送
付

(

本
人
･
保
証
人
等

)

学
内
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム

J
E
N
Z
A
B
A
R
シ
ス
テ
ム

H
P
C
シ
ス
テ
ム

I
P
ア
ド
レ
ス
管
理

D
N
S

P
C
教
室
シ
ス
テ
ム

I
C
カ
ー
ド

電
子
掲
示
板
A
g
o
r
a

シ
ラ
バ
ス
シ
ス
テ
ム

ア
ル
バ
イ
ト
管
理
業
務

業
務
系
計
算
機
シ
ス
テ
ム

セ
ン
タ
ー
教
員

(

研
究
・
教
育
活
動

)

活
動

自
己
点
検
評
価
等
の
資
料

、
調
査
・
統
計

教職員活動データベースWeb申請書 ○ ○ ○ ○

ＰＣ調査書 ○

名刺（業者） ○

HPC利用登録申請書および登録通知書 ○ ○

DNS登録・サブドメイン登録申請書 ○ ○ ○

端末室占有申請書 ○ ○ ○

出勤簿等 ○ ○ ○ ○

名刺（業者等） ○

センターアルバイト履歴書 ○ ○

旅行伺 ○ ○ ○

総
務
部
総
務

課
情
報
化
推

進
室

（
情
報

係

）

総
合
情
報
メ
デ

ィ
ア
セ
ン
タ
ー

直接本人から書面等により取得する個人情報

利用目的
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【別表１】利用目的（教職員・その他)

その他（国際交流・広報関係）

（教学支援部学務課国際交流室、総務部企画課）

国
際
交
流
会
館
入
居

姉
妹
校
交
流

教
育
研
究
等
支
援
事
業
申
請
手
続

訪
問
研
究
員
等
受
入
手
続

通
知
・
連
絡

（
本
人
・
受
入
教
員

）

証
明
書
発
行

図
書
館
利
用

雇
用
・
人
事

業
務
連
絡

学
報
掲
載

広
報
活
動

調
査
・
統
計
・
自
己
点
検
評
価
等
の

資
料

（教職員関係）

国際交流会館入居許可申請書 ○ ○ ○ ○

姉妹校交流協定申請書 ○ ○

大学教育の国際化推進プログラム「海外先進研究
実践支援」申請書

○ ○

大学教育の国際化推進プログラム「海外先進教育
実践支援」申請書

○ ○

大学教育の国際化推進プログラム「先端的国際連
携支援」申請書

○ ○

文部科学省専門家等派遣・招へい事業 実施計画
書

○ ○ ○ ○ ○

文部科学省専門家等派遣・招へい事業 招へい旅費
銀行振込依頼書

○

中華人民共和国政府派遣研究員受入内諾書 ○ ○

財団法人　東京農工大学教育研究振興財団寄付行
為援助事業申請書

○ ○

東京農工大学　姉妹校等との交流に係る旅費助成
申請書

○ ○

東京農工大学　姉妹校等との交流に係る旅費助成
報告書

○

姉妹校との交流状況調査票 ○ ○

日本学術振興会海外研究連絡センター利用者届 ○ ○

ＪＩＣＡ草の根支援事業申請書 ○ ○ ○ ○ ○ ○

日本学術振興会電子申請システム登録通知書 ○

日本学術振興会外国人特別研究員申請書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

日本学術振興会海外特別研究員申請書 ○ ○ ○ ○ ○ ○

日本学術振興会外国人招へい研究者（長期・短期）
申請書

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

日本学術振興会国際研究集会申請書 ○ ○ ○ ○ ○

日本学術振興会特定国派遣研究者申請書 ○ ○ ○ ○ ○ ○

日本学術振興会論文博士号取得希望者に対する
支援事業申請書

○ ○ ○ ○ ○ ○

日本学術振興会アジア諸国の対応機関との覚書等
に基づく研究者受入内諾書

○ ○ ○ ○ ○ ○

日本学術振興会国際学会等派遣事業申請書 ○ ○ ○ ○

日本学術振興会国際学会等派遣事業銀行口座届 ○

日本学術振興会二国間交流事業申請書 ○ ○ ○ ○ ○

日本学術振興会二国間交流事業計画書 ○ ○ ○ ○

JASSO帰国外国人留学生短期研究制度外国人研
究者推薦書

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

JASSO帰国外国人留学生短期研究制度滞在費請
求書

○ ○

JASSO帰国外国人留学生短期研究制度国内研究
旅行申請書

○ ○

JASSO帰国外国人留学生短期研究制度大学配置
旅費請求書

○

（訪問研究員等学外者）

国際交流会館入居許可申請書 ○ ○ ○ ○ ○

姉妹校交流協定申請書 ○ ○

直接本人から書面等により取得する個人情報

利用目的

教
学
支
援
部
学
務
課
国
際
交
流
室
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【別表１】利用目的（教職員・その他)

その他（論文博士申請者）

工学府・農学府・生物システム応用科学府・連合農学研究科（教学支援部学務課）

審
査

学
位
授
与

（
本
人
・
保
証
人
等

）

通
知
・
連
絡
・
送
付

授
業
料
等
債
権
管
理

図
書
館
利
用

予備審査申請書（工学府を除く） ○

学位論文の和文要旨（概要） ○ ○

学位論文の英文要旨 ○

履歴書（略歴含む） ○ ○ ○

推薦状（連合農） ○

学位論文（仮とじ） ○

学位論文目録 ○

既発表論文目録（連合農） ○

既発表論文（別冊含む）（連合農） ○

学位審査申請書 ○ ○

業績目録 ○

同意承諾書 ○

学位論文（製本） ○ ○ ○

最終学校の卒業証明書（連合農） ○

研究歴証明書（連合農） ○

学位論文審査要旨 ○ ○

学力の確認の結果の要旨 ○ ○

直接本人から書面等により取得する個人情報

利用目的
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別図第１　保安業務の組織及び主任技術者の配置等

※小金井学生寄宿舎地区

本部地区

府中地区

小金井地区

理事
(統括・経営担当)

学長

キャンパス整備係

電気設備係長

係員

係員

学生支援室長

機械設備係長

　命令系統 　連絡系統

副課長

学生支援室長

総務室長

会計室長

副学長
(産学連携担当)

戦略企画室長

事務局長

施設整備課長

小金井地区
府中地区
本部地区

小金井学生寄宿舎地区

教学支援部長

小金井地区事務長

副課長学務課長

府中地区事務長

総務室長

附属センター
事務室長

係員

学生生活係長

経営部長

理事
(企画・人事担当)

理事
(統括・経営担当)

理事(研究経営・学術
連携担当)

会計室長

建築係長

電気主任技術者

副学長
(教学統括)

副学長
(教育担当)

副学長(入試及びﾀﾞ
ｲﾊﾞｰｼﾃｨ担当)

副学長
(国際交流担当)

施設企画係長
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別表 2 

地区 
原課（室・

係） 

登録証等発行

対象者及び名

称区分 

登録証番号（11 桁） 

上 1

～2

桁 

上 3～

4 桁 

上 

5 

桁 

上

6

桁 

上 7～9 桁 
上 10

桁 
上 11 桁 

登録証 

府中 

府中地区事務

部総務室（以

下「府中総務

室」という。） 

訪問教授、訪

問研究員及び

ナショナルプ

ロジェクト研

究員 (以下「客

員研究者等」

という。) 

客員教授又は

客員准教授 

岐阜大学大学

院連合獣医学

研究科学生 

77 

発行年

度西暦

末尾 

2 桁 

１ １ 
００１ 

～１９９ 

再発行

回数 

チ ェ ッ

ク デ ィ

ジット 

府中地区事務

部連合農学研

究 科 事 務 室

（以下「連合

農学研究科事

務 室 」 と い

う。） 

客員研究者等 

客員教授又は

客員准教授 

77 

発行年

度西暦

末尾 

2 桁 

１ ２ 
２０１ 

～２９９ 

再発行

回数 

チ ェ ッ

ク デ ィ

ジット 

府中地区事務

部学生支援室

（以下「府中

学生支援室」

という。） 

岩手大学農学

部共同獣医学

科学生 

77 

発行年

度西暦

末尾 

2 桁 

１ ３ 
３０１ 

～３９９ 

再発行

回数 

チ ェ ッ

ク デ ィ

ジット 

小金井 

小金井地区事

務 部 総 務 室

(以下「小金井

総務室」とい

う。) 

客員研究者等 

客員教授又は

客員准教授 

77 

発行年

度西暦

末尾 

2 桁 

２ １ 
００１ 

～１９９ 

再発行

回数 

チェッ

クディ

ジット 

小金井地区事

務部生物シス

テム応用科学

府事務室 (以

下「BASE 事

務 室 」 と い

う。) 

客員研究者等 

客員教授又は

客員准教授 

77 

発行年

度西暦

末尾 

2 桁 

２ ２ 
２０１ 

～２９９ 

再発行

回数 

チェッ

クディ

ジット 
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別表（第４条関係） 令和5年1月1日現在

組織名 勤務時間管理員補助者 勤務時間管理員 証明者

保健管理センター 補助者なし

卓越リーダー養成機構
教学支援部学務課

教育支援室係長（卓越人材担当）

教学支援部学務課
(教育支援室及び国際交流室を除く)

補助者なし

教学支援部学務課
教育支援室

未来価値創造研究教育特区

教学支援部入試企画課
教学支援部入試企画課

入試実施係長

教学支援部学務課
国際交流室

教学支援部学務課
国際交流室国際交流係長

グローバル教育院
教学支援部学務課

教育支援室教育支援係長

グローバルイノベーション研究院
(研究院本部)

教学支援部研究支援課
研究推進室GIR支援係長

グローバルイノベーション研究院
テニュアトラック推進機構

(機構本部)

グローバルイノベーション研究院
女性未来育成機構

(機構本部)

教学支援部研究支援課
研究推進室

教学支援部研究支援課
研究リスクマネジメント室

学術研究支援総合センター
(遺伝子実験施設、設備サポート室(府中))

教学支援部研究支援課
（研究推進室、産学連携室、図書館支援

室を除く）

先端産学連携研究推進センター

学術研究支援総合センター
(機器分析施設、設備サポート室(小金井))

教学支援部研究支援課
産学連携室

府中図書館

教学支援部研究支援課
図書館支援室

（府中図書館担当）

小金井図書館

教学支援部研究支援課
図書館支援室

（小金井図書館担当）

経営部財務課 補助者なし

監査室 監査室監査係長

経営部施設整備課
経営部施設整備課

施設企画係長

経営部財務課
財務企画係長

教学支援部研究支援課
図書館支援室総務係長

教学支援部研究支援課
図書館支援室

小金井図書館情報管理係長

教学支援部長

経営部長

教学支援部研究支援課
研究推進室研究戦略推進係長

教学支援部学務課
教育支援室教育支援係長

教学支援部研究支援課
産学連携室産学連携係長

補助者なし

補助者なし

小金井地区事務部
総務室人事係長

小金井地区事務部
事務部長

教学支援部学務課
学務総括係長

教学支援部長

教学支援部長
教学支援部研究支援課

研究支援係長
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別紙様式 

公的機関からの受託事業等の資金交付前使用に係る立替申込書 

 

  年  月  日  

 

  経営部長 殿 

[部局名]                  

[職名・氏名]                

 

  下記のとおり資金の立替えを申込みます。 

記 

1．事業名称  

2．プロジェクトコード／所管             ／         

3．契約等の相手方  

4．事業研究（契約）期間   年  月  日から  年  月  日まで 

5．事業経費額 円（うち間接経費          円） 

6．事業経費受領予定日 

 （分割の場合はすべての受領

予定日を記入） 

  年  月  日 

 

※立替期間は、立替承認日から事業経費を受領する前日までとする。 

7．立替金額 

 

立替額累計 

 

円（うち直接経費      円 うち間接経費       円） 
 

円（うち直接経費      円 うち間接経費       円） 

 

※契約書（写）及び支払計画書を1部添付すること。 

（契約締結以前の事業等については、採択決定通知書等、当該事業

の契約が確認できる書類(写)） 

8．立替えを必要とする理由  

9．受入契約等事務担当者 

所 属  

 

氏 名                   

 

留意事項 

1．作成者について 

   この「公的機関からの受託事業等の資金交付前使用に係る立替申込書」は、立替えを申込む 

研究代表者等が作成すること。 

2．事業名称の名称欄について 

   受託事業等の名称又は研究課題を記載すること。 

3．事業経費額欄について 

   契約金額又は内定金額を記載すること。前年度に継続分として翌年度の内約を受けたもの 

にあっては、内約金額を記載すること。 

4．立替金額欄について 

  (1)立替を必要とする金額を計上すること。資金の受領が相当期間遅れる研究費にあっては、   

事業経費額とすることができる。 

  (2)立替金額の算定に当たっては、受入契約等事務担当者と十分連絡をとり、所要額を算定 

    すること。 

５．その他 

    交付額が立替額を下回る場合の差額分については、原則として、当該研究者（事業責任 

   者）が返還の責を負うものとする。 


